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　今度、中央大学教授の大橋正和さんを座長として発足する、電子社会基盤高度活用研究会の顧問を
お引き受けすることになり、その準備会に出席してきました。この研究会は、総務省など4省庁と、学界、産
業界が協力して立ち上げた会で、e-Japan戦略が取りこぼしている問題のカバーを使命としています。準備
会の進め方を拝見したところ、この会は、産学官の協力関係に立脚しつつも、とくに“学”のリーダーシップ
が強く発揮されるなかで、開発主義的な仕事の進め方が志向されているなという印象を受けました。
　そこでとくに強調されたのが、日本のネットワークは“中抜け”であって、その早急な是正が必要だという
問題意識でした。つまり、日本には幹線用の光ファイバは豊富にある。またラストマイルのB2Cの部分で
は、ブロードバンド化が順調に展開しつつある。しかし、その中間の地域情報ネットワーク（とりわけB2Bや
G2Gにあたる部分）が、アメリカに比べると大きく立ち遅れていて、ここに余っているダークファイバをふん
だんに活用する必要があるというのです。またこの部分の展開を、民間だけに任せておいたのでは足りな
いというのです。
　日本のこれまでの“iDC”（インターネット・データセンター）や“MAN”（メトロポリタン・エリア・ネットワーク）
のようなコンセプトは、もうすでに時代後れになっていて、いま必要なのは、複数サイト間の負荷分散や、
高度なセキュリティ、災害からの回復機能などを受け持つ、アメリカの用語でいえば“アドバンスド・データ
センター”とか“インテグレーテッド・データセンター”が中核となる地域情報ネットワークなのだという指摘
もありました。また、アメリカでは6カ月で倍増するほどのスピードでのデータ量の爆発がすでに始まってい
て、コンピューティング中心のシステムからストーレッジ中心のシステムへの移行がみられるが、そこでは
アプリケーションよりもデータマネジメントの方が重要になってくるとも言われました。
　つまり、ここにみられるのは、これまでのインターネットとは異質な、クローズドでマネージされたIPネット
ワークの急激な立ち上がりです。それが企業の電子商取引や政府の電子行政を支える基盤になるという
認識です。
　私は、智民化しつつある勤労者の“フリー・エージェント”（ダニエル・ピンク）化も広汎に進行している現
代社会では、上に指摘されているような“ビジネスIPネットワーク”だけではやはり足りず、それとゆるやかに
結びついている市民・智民のためのオープンで自律分散協調的なファーストマイルの“シビルIPネットワー
ク”としてのインターネットが、それと並存する形で発展していくことが大切だと思います。後者が、現在の
ADSLやケーブルモデムのような上り・下り非対称のままで“ブロードバンド”化していったのでは、音楽や
映画のような有料コンテント販売業はともかく、それ以外の産業や政府組織は、高度な“ビジネスIPネット
ワーク”をせっかく構築してみたところで、羽をもがれた鳥になってしまいかねません。
　それはともかく、この準備会での発表を聞いていて、私は目の鱗が一つとれた思いがしました。というの
は、21世紀前半の“第三次産業革命”突破局面での主導産業は何かという問いに、やっと決定的な答が得
られたように思われたからです。20世紀後半の出現局面での主導産業が“情報産業”だったのに対し、突
破局面の主導産業は“通信産業”になるという期待は、もろくもはずれました。また、それに代わる産業とし
て、情報家電や情報自動車をあげる日本の見方や、コンテント産業をあげるアメリカの見方にも、もう一つ
うなずけないものがあります。私のこれまでの答は、増田米二氏が提唱していた“（個人のための）機会開
発産業”がそれになるというものでした。
　しかし、それはいささか性急にすぎたようです。どうやらその前に、企業や政府組織を対象とするビジネ
スIPネットワーク上での電子商取引や電子行政関連の各種サービスを提供する産業、いってみれば“組織
のための機会開発産業”が、当面の主導産業になりそうです。
　そう考えると、第三次産業革命は、ちょうど第二次産業革命が全体としては“重化学工業革命”だったと
いう特徴づけができるように、全体としては“情報産業革命”と呼ぶのがふさわしい産業革命になるといえ
そうです。そしてその出現局面（20世紀後半）では、情報技術がまずグローバルな金融サービスに応用さ
れ、突破局面（21世紀前半）では、それが企業や政府組織一般を支え、最後に成熟局面で個人や小グルー
プにも利用されるようになっていくとみることができそうです。それはちょうど、第二次産業革命の出現局面
（19世紀後半）では、重化学工業の技術がまず軍需産業に応用され、突破局面（20世紀前半）では耐久消
費財産業に広がり、最後の成熟局面（20世紀後半）では一般大衆を対象とした各種のサービス産業でも利
用されるようになっていったのと、軌を一にしているのではないでしょうか。

公文俊平
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●特集「情報社会とネティズンの政治参加」第9回

山内　　最近、あらためて「グローバリゼーション」
が注目されています。産業社会は、一方では、情

報産業化という新しい局面を迎えつつあり、また

他方では、冷戦の終焉と米国の覇権国化や、これ
に対抗する国際的なイスラム原理主義運動といっ

た問題に直面しています。このために国際社会

は、19世紀型、20世紀型の産業化・近代化や、そ
のなかで実体化した国民国家と世界市場の相互

作用といった従来の状況とは、やや異なる様相を

呈しつつあるように見えます。実際に、国際機関
やNGOのような新しい国際社会の行動主体の役

割が拡大しています。

　他方では「デジタルデバイド」のような、産業化
のなかで国際社会の「南北問題」があらためて登

場しているように見えます。南北問題は、基本的

には豊かな国と貧しい国が、資本や富のグローバ
ルな再配分をめぐってぶつかり合う現象で、その

政治的場裡としては、理念的にすべての国が平

等な立場で参加する国際機関が選ばれるわけで
す。しかしまた地雷禁止条約のように、国際的な

人々のネットワークが各国の安全保障政策に直接

影響を与えたり、あるいは難民や移民の自主的な
組織がインターネットを使って情報を交換したりす

るようになっています。要するに国際関係論の研

究者から言えば、一種のパラダイムシフトの状況に
あるわけです。国連もインターネットや情報技術を

巧みに使って情報提供能力を強化していますし、

あるいは国連とITU（国際電気通信連合）が「世界
情報社会サミット」を開催するように、情報化という

切り口から南北問題に取り組んでおられるというこ

とも承知しています。
　今日は、国連開発計画（United Nations Devel-

opment Programme: UNDP）の弓削駐日代表

に、UNDPがグローバリゼーションの諸問題にどの
ように取り組んでいるのかをおうかがいしたいと思

います。まず、UNDPが情報通信技術をどのように

とらえているのか、という点からお話しください。

「人間開発」への取り組み

弓削　　いま国際社会の情報化、それから情報
産業化の中の南北問題というお話が出ましたが、

国連、特に私たちUNDPは、開発の課題が何で

あるかというのが切り口になります。つまり、情報化
やITが、途上国の開発のためにどういうふうに使

われるのかということです。UNDPが開発の中で

特に重視しているのが人間の開発です。われわ
れは『人間開発報告書』を毎年発行しています。

たとえばインフラが整備される、経済成長が達成

されるということは開発の一部ではありますが、経
済成長があっても、人 の々生活が良くならない、あ

るいは貧困層の人々の生活が向上されなければ、

本当に開発が進んだとは考えていないわけです。
そういう観点から、世界の人々の生活水準の向

上、そして貧困削減に、I T（I n f o r m a t i o n

Technology）、あるいはcommunicationを入れ
てICT（Information & Communication

Technology）がどう使われているのか。どういう

ふうに使われるべきなのか。そして、ICTはあくま
でも技術ですから、ICTが開発を促進するための

政策はどうあるべきか。その結果、人間の開発が

グローバリゼーションと国連
国連開発計画（UNDP）と "人間開発" の理念

弓削昭子（国連開発計画駐日代表）

前田充浩（政策研究大学院大学客員教授）
【インタビュアー】

山内康英（GLOCOM主幹研究員）

　田将範（情報社会学徒）
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実際に起こり得るのか。そういったことが私のICT

に対する見方です。

山内　　「人間開発」について、もう少しご説明く

ださい。人間開発という言葉自体が、UNDPの出
発点と密接にかかわっていると考えてよろしいの

でしょうか。

弓削　　UNDPの活動は、一言で言うと、人間開

発を促進して人々の生活を改善することです。人

間開発とは、人間が生まれもっている潜在的な能
力を最大限に生かして、健康で長生きし、研修や

教育で知識を得て能力を高め、社会・経済活動に

自由に、そして建設的に参加することです。この
ためには情報は大事です。農産品の市場や価格

の情報が必要な時に得られなければ、農民は、収

入を高める機会を逃してしまいます。ITを導入した
ために、支援団体との連絡が可能になり、協力が

得られるようになった。あるいは、ITのおかげで社

会活動に参加できるようになった、雇用の機会が
増えた、e-learning（遠隔教育）で教育が受けられ

るようになった、telemedicine（遠隔医療）を通じ

て医療サービスが受けられるようになった、という
ようなことです。集約すると、そのためのICTという

ことです。

　UNDPとほかの国連機関との違いについてよく
聞かれますが、ほとんどの国連機関は活動の対象

や分野が限定されています。たとえば、ユニセフ

は子供と母親、国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）は難民というふうに、活動の対象者が

限定されています。それから、世界食糧計画

（WFP）は食料援助、世界保健機関（WHO）は保
健医療、ユネスコは文化・科学・教育というように、

活動分野が定められている。このように、活動分

野が限定されていない国連機関は二つだけで、
国連開発計画（UNDP）と世界銀行です。世界銀

行はいろいろな条件のもとで、途上国に借款を供

与しています。UNDPは無償援助を行っています
が、開発の状況を包括的に分析したうえでマルチ

セクター、つまり多面的な取り組みができます。た

とえば、農村開発をすすめるにあたっては、飲料
水の確保、農業開発、雇用問題、基礎教育や保

健衛生サービスの改善など、多くの開発の課題に

同時並行して取り組まなくてはならない。UNDP
は、途上国と一緒になってそれらを包括的に分析

したうえで支援します。また、途上国が国家開発

計画を策定する際に、UNDPの支援を求めてくる
ことがよくあります。

［プロフィール］

弓削昭子（ゆげ・あきこ）

前田充浩（まえだ・みつひろ）

山内康英（やまのうち・やすひで）
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会「第2次ODA改革懇談会」委員。2002年6月より内閣官房長官開催「国際平和協力懇談会」委員。

1985年東京大学法学部卒。内閣官房内閣安全保障室主査、在タイ国日本国大使館一等書記官、通商産業研究所主任研究官、埼
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　田将範（つるだ・まさのり）
1996年九州大学工学部動力機械工学科卒。2002年ハーバード大学ケネディスクール行政学修士課程修了。現在、フリーで国際政
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　UNDPの重点分野は六つあります。ガバナン

ス、危機予防と紛争後の復興。それから貧困削
減、HIV・エイズ、エネルギーと環境、そしてICT

ですね。これら全部の最終目的が人間開発と人々

の生活の改善です。

貧困削減は世界の最重要課題

前田　　世銀と国連は、重点的に取り組むテーマ
について共同歩調をとりますね。世銀が貧困削減

と言いだしたのは、ここ10年くらいです。それまで

は構造調整融資と言っていました。貧困削減は、
世銀の重要テーマである一方、国連でも幅広く取

り上げられています。このテーマは、誰がイニシア

ティブをとって作られたものなのでしょうか。

弓削　　貧困削減のための活動は、国連はずい

ぶん前から行っています。ただしそのころは「貧困
削減」という呼び方はしていませんでしたが。1970

年代には、ベーシック・ヒューマン・ニーズ・プログラ
ムというとらえ方で、基礎保健衛生や基礎教育、安

全で清潔な水の確保などに重点が置かれました。

1990年代に国連が主催して開催された一連の国
際会議やサミットで、貧困削減の重要性が強く認識

されました。現在は国際社会の優先的な課題です。

全部の国連機関が、「私たちの重点分野は貧困削
減です」といってもおかしいことは全くない。各国連

機関が貧困削減のために、自分の特徴を生かし

て、それぞれの専門分野で活動すればいいわけで
す。たとえば子供が生存できるようにユニセフが援

助をする、UNDPは貧困削減国家戦略策定のため

の援助をする、他の援助機関は道路などのインフラ
整備をする、というようなことです。

山内　　「デジタルデバイト」が70年代に登場した
南北問題の再現である、という見方についてはど

うでしょうか？

弓削　　南北問題というと、先進国と途上国の間

での政治的な面が強く入ってきますね。私はどちら

かというと南北問題という見方ではなく、グローバ

リゼーションにまつわる格差の問題というふうにとら

えます。

ミレニアム開発目標と東アジア

弓削　　2000年の国連ミレニアム・サミットで採択
されたミレニアム開発目標（MDGs）は、2015年ま

でに極度の貧困の半減、初等教育の完全普及、

ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上、幼児
死亡率の削減、妊産婦の健康の改善、HIV・エイ

ズやマラリアなどの疾病の蔓延防止、環境の持続

可能性の確保、開発のためのグローバル・パート
ナーシップの推進、の八つの目標を掲げていま

す。MDGsは国際社会では現在大きな課題となっ

ていますが、残念なことに日本ではあまり知られて
いません。日本の中でのPRがもっと必要ですし、

日本政府ほか、NGOや民間企業、学界などいろ

いろなアクターがかかわらなくてはならない課題で
す。日本もMDGsには合意していますが、MDGs

のもとになっているのは、日本がリーダーシップを
とって1996年に策定された経済協力開発機構/開

発援助委員会（OECD/DAC）の新開発戦略で

す。この二つを比べると、かなり似ています。つま
り、MDGsは、日本がリーダーシップをとって作られ

たものの延長であり、また2000年の国連ミレニア

ム・サミットで採択されたものですから、これに日本
はもっと積極的にかかわるべきだと思います。他の

国ではMDGs関連の活動がどんどん進められて

いるのに、日本の中ではMDGsについてどのよう
に具体的に取り組んでいくのかが、まだあまりはっ

きりしていないという感じがします。UNDPは2002

年10月にMDGsのシンポジウムを東京で開きます
が、今後さらに国際社会のMDGsに関する取り組

みについて日本の人 に々知ってもらい、日本が積

極的に参加することを期待しています。
　MDGsには三つの柱があります。一つはMDGs

を達成するためのグローバル戦略を提示すること

です。これについては、著名な経済学者であるコ
ロンビア大学のジェフリー・サックス教授がコ

フィー・アナン国連事務総長の特別顧問として

UNDPと一緒に活動しています。
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　第2の柱がMDGsの達成状況のモニタリングで

す。これは途上国と現地の国連機関事務所が一
体となって行っています。UNDPは途上国に132

の現地事務所をもっていますし、国連システムの

開発活動の中心的な役割を担っていますので、
積極的に取り組んでいます。MDGs達成に関する

進捗状況は、遅れているのか、順調に進んでいる

のか、遅れているのであればどうしたらいいのかと
いうようなことを話し合います。

　3番目の柱は、ミレニアムキャンペーンです。そ

の目的は、先進国、途上国を問わず世界中のす
べての人々がMGDsに対する理解と支持を深め、

その達成に向けてさまざまな組織や団体が自発的

に幅広い連携ができるようにすることです。一人ひ
とりが参加することが重要です。日本もこの三つの

柱の枠組みの中で、ODAを含めたいろいろな活

動をくり広げてMDGsの達成に貢献することが期
待されています。それが日本の重要な役割でもあ

ると思います。

前田　　確かにそれはそうなのでしょうが、しかし

根は深くて、そう簡単にはいかないのではないか
と思います。国際社会全体のガバナンスについ

て、国連がリーダーシップをとって世界全体が一

つの目標に邁進するという戦略はわかりやすいも
のではありますが、現実を見ると、実は日本にとっ

ては、東アジアという地域だけで独自の発展戦略

とか理念とかを共有して、その実現に努めるという
戦略が有効であるように見えます。

弓削　　それは開発の理念ということですか？

前田　　主に開発の理念です。日本政府の中に

は、国連とか世界全体のフォーラムではなくて、
リージョナルなフォーラムを活用していくほうがやり

やすいと考えている向きがあるのもしれません。

弓削　　でも他の国も、多かれ少なかれそういうと

ころはありますよね。たとえばアメリカはラテンアメ

リカに影響力をもちたいし、ヨーロッパはアフリカの

元植民地との関係が深い。だから日本と東アジア

との関係は、特別に変わっていることではないと思
います。

前田　　その間の関係はどう収斂していくのです
か。あるいは、結局、収斂しないのでしょうか。つ

まり、リージョナルな場でそういった動きが進んで

いくということと、国連という場で地球全体を対象と
した動きが進んでいくこととの関係です。

弓削　　グローバルな動きは一つの方向に徐 に々
進んできていますね。ヨハネスブルク・サミットでも

見られたように、いろいろな違う意見をもった国や

団体が議論をして国際的な合意に至る。地域レベ
ルでは、アフリカの動き、アジアの中だとASEAN

やSAARC（南アジア地域協力連合）などでの動き

や合意がありますね。それらは、大きな枠組みで
あるグローバルな方向性とかなり共通している部

分があると思います。抱えている課題――たとえ
ば貧困問題、HIV・エイズの問題、基礎教育の問

題、環境汚染の問題――は、度合いは違うかもし

れないけれど、かなり共通したところがあるわけで
す。しかし、各地域や国での問題の特徴や種類

によって、それぞれの状況に合った取り組みがさ

れなければなりません。
　枠組みについては、グローバル・レベル、地域

レベル、それから、地域の中のsubregion、そし

て国家レベルがある。一つの国の中でも随分格差
があるから、国内での地域やコミュニティ・レベル

での取り組みも考えなければなりません。

前田　　大きな問題では一致すると思うのです

が、具体的に見ると、必ずしも一致するかどうか疑

問な例があります。たとえば貧困削減というのは、
日本政府による経済協力政策の決定にとって、ど

れだけ重要視されているでしょうか。ある程度の

経済成長を達成した発展途上国は、貧困削減の
観点からすれば問題が相対的に小さくなっていま

すけれども、日本はそれら諸国のいくつかを円借

款年次供与国に指定し、大規模な経済協力を展
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開しています。またグッド・ガバナンスについても

同様の問題があると思います。

弓削　　援助国や援助機関は多くあるわけです

から、別にみんなが同じところに注目して、そこを
援助しなくてもいいわけです。途上国で援助の対

象となるターゲット・グループはたくさんあるので、

日本はある階層の人々の生活改善のための援助
をし、他の援助国は最貧層を対象者として援助す

る、ということもあります。途上国の開発政策や優

先課題と援助国・機関の援助政策・戦略とが合致
していれば、援助の分野、内容や対象者が違っ

ていても、それはそれでいいと思います。

　ただ重要なのは、現場での重複がないようにし
なくてはならないということです。そこで重要なの

が援助協調、援助調整、援助管理です。これは途

上国の責任です。ただ、十分に調整・管理できな
い途上国が多いので、UNDPの支援が求められ

ることがよくあります。UNDPは中立的であり、開発
活動に包括的に取り組み、そして行政能力の強化

など途上国のガバナンス能力向上に力を入れて

いますので、多くの途上国から援助調整の支援を
してほしいという要求があるのです。

国家開発計画をサポートする中立機関

前田　　具体的にはどのように仕事を進めるので

すか？

弓削　　たとえば援助関係の情報管理です。

1990年代前半のことですが、インドネシアでは各

地域や各省庁から提出された援助案件が数百件
もありました。そこで、ある援助機関が現地政府に

「私たちは東部インドネシアで、女性の生活改善、

環境保全、そして貧困削減のための支援をした
い」と言ったとします。これらのキーワードで検索で

きるデータベースがあれば、このような条件があて

はまるプロジェクトを簡単に見つけることができま
す。また、援助案件の形成や審査能力を現地政

府がもつことが重要ですので、このための研修を

実施しました。途上国側の援助の担当者が、自分

たちの国にとって適切な援助案件であるかどうか

を見きわめることができなければ、援助国や援助
機関の言いなりになってしまいます。また、援助国

とどのように政策対話をすすめていくのか、という

ことも重要ですね。援助調整と援助管理のための
UNDPの支援の目的は、その途上国政府の担当

部署の能力強化と自立を図るということです。

　ブータンでは1999年の6月に初めてインターネッ
トが接続されました。テレビ放送もそのとき始まりま

した。インターネット接続のための支援、つまりどの

ように接続し、どうやってインターネットを始めるの
かということについて、UNDPは専門家をブータン

に連れてきて政府にアドバイスをしました。接続後

は、開発のためのインターネットの有効利用、技術
的な問題解決、インフラ整備、ICTに関する政策

や制度に関するアドバイス、インターネット利用の

普及、などの支援をしました。ICT国家政策の策
定に関するアドバイスは、UNDPは多くの国で提

供しています。東ティモールでのインターネット導
入もUNDPが援助しました。アフガニスタンの支

援調整機構の援助に関するデータベースの確立と

運用の支援もしています。案件ごとの資金の流れ
など膨大な量のデータが扱われているので、それ

を管理するためのシステムづくりや、人材育成の

支援をしています。
　また、アフガニスタンの復興支援が始まったとき

に、最初に要請されたのが、公務員の給与の支

払いです。これが最優先課題とされたので、
UNDPはこのための基金を立ち上げて、これを受

け皿にして、多くの援助国、援助機関から拠出し

てもらい、それをUNDPが管理して給与の支払い
をしました。給与支払い制度を確立し、運用する

ための援助もしました。カブールから始めてだんだ

ん地方にも広がっています。政府機関の能力強
化、公務員制度や行政システムの強化のための

支援はUNDPの重点分野の一つです。

前田　　近代国家の基礎的なガバナンス能力を強

化するということですね。その基礎的なガバナンス

機能が確立し、具体的な政策立案に着手する段階
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に達した時に、貧困削減とか、ミレニアム・プロジェ

クトとかの理念を提示する、ということですか。

弓削　ガバナンス機能の強化と貧困削減のため

の活動は、同時並行して進めることが多いです
ね。政府を強化してから国家開発計画を策定して

いると遅くなってしまいます。必要な人員が全部揃

わなくても、何人かはいるわけです。カルザイ氏も
大臣もいるわけだから、あまり層は厚くないけれど

最善を尽くして仕事ができる人たちと一緒に国家

開発計画を策定する。UNDPは、このためのお手
伝いをしました。策定の主役は政府で、UNDPは

支援、アドバイスをします。オーナーシップはあくま

でも途上国です。だからその政府と意見が合わな
くても、それを押し切るということは絶対にしませ

ん。自分たちの意見は対話を通じて伝えますが、

途上国側の意見は常に尊重します。このこともあっ
て、UNDPは途上国からの信頼が高いですね。た

だし、途上国の言うことをいつも聞くわけではない
ので、「そのような支援はできません」と言うこともあ

ります。

前田　　近代国家の基礎的ガバナンスの構築と

いうのは非常に重要な仕事で、そこでUNDPは指

導的な立場をとられていると思いますけれども、こ
の分野の仕事でライバルはいますか？

弓削　　ある部分を支援する機関はいますが、ラ
イバルというふうには見ていません。たとえば農業

省のガバナンスは、国連食糧農業機関（FAO）が

支援するかもしれないし、国際電気通信連合
（ITU）は通信省の能力強化の援助をするかもしれ

ない。でも政府全体のガバナンス・システムにかか

わる部分や、司法制度、中央政府と地方政府との
関係などについての支援はUNDPの役割と見て

います。

前田　　個別の国家はどうですか。たとえばアメリ

カとか日本とかが来て、ガバナンスの仕方を全部ま

とめて教えてやろうというようなことはありますか？

弓削　　私がかかわってきた国では今までなかっ

たですね。ただしそれは、先進国とその途上国と
の関係によりますね。途上国がある特定の先進国

にこれを全面的にやってほしいということで合意が

あれば、そういうこともあり得ます。ただ一つ、二国
間援助と国連の援助とが違う点は、私たちは中立

的だと途上国に見られていることです。政府の能

力強化や国家開発計画策定というのは、その国の
国づくりの核心に触れるところです。そのような部

分に関する援助は二国間援助よりもUNDPのよう

な国連機関にお願いしたい、ということは途上国
政府からよく言われます。

前田　　構造調整融資時代の世銀と比べると、
UNDPの対象国は所得水準が低い国と考えてよ

ろしいですか。言い換えれば、LLDC（Least

among Less Developed Countries）はUNDP
が強くて、経済成長が一端スタートしたものの、途

中で頓挫したような国が、世銀の構造調整融資の
対象となるといった傾向はありますか？

弓削　　必ずしもそうではないですね。ただ、援
助額の配分に関しては、貧しい国に多くの援助が

供与される制度をUNDPはとり入れています。そう

いう意味では、私たちはより貧しい国への援助を
重視しています。

前田　　近代国家の基礎的なガバナンス機能をつ
くるということは、当該国家の未来にとって非常に大

きな影響が及ぶわけですから、個別の国家とか個

別のドナーとかのバイアスを避け、中立性を保ち、
信用の高い機関が選ばれるということですか。

弓削　　バイアスがかかる、かからないというの
は、その途上国がどう見るかによります。途上国側

が二国間援助でもよいと思えば、それはそれでい

いわけです。バイアスがあるかもしれないし、ない
かもしれない。その先進国から多額の投資が欲し

い場合は、国連機関に頼むよりも、その先進国か

らの援助で国家開発計画や外国投資戦略を策定
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してもらうかもしれない。そして、その先進国から

多くの投資、専門家、技術や資金を期待する。そ
れがその途上国の趣旨であれば、それはそれで

いいと思います。

前田　　それで、基礎的なガバナンス機能の内

容ですが、どこまでなのでしょうか。つまり、電気は

引きましょう、上下水道もいるでしょう、公務員の給
料は払いましょう、人を殺したら罰せられるように刑

法システムをつくりましょうと、ここまではどこでも一

緒だと思いますが、そこから先に進もうとすると、
経済発展戦略にはバリエーションが出てきます。

外国投資を優遇するのか、それとも輸入代替でむ

しろ関税を高くしてしまうのか、あるいは政治形態
について民主主義をプロモートするのか、それとも

開発独裁でいくのか、等の選択肢です。そういう

ときの判断はどのようにするのですか。

弓削　　それは国の状況によるから一概には言え
ないけれども、たとえばガバナンス・システムの中

で、民主的ガバナンスがいいのか独裁政治的なも

のがいいのかということであれば、それはやはり前
者です。視点はさきほどの人間開発です。人間が

自由であって人生の選択肢が広がることで、人間

開発が進みます。選択肢がないということは、たと
えば病気になっても医者に診てもらえない、学校に

行けない、食べものが得られないから健康になれ

ない。だから人間の選択肢を広げるということは、
人間開発の重要な部分です。そのためには自由

が必要です。独裁政治の国で、反政府活動を

行ったら逮捕される、または殺されてしまうかもし
れない。つまり選択肢がない、または限られている

ということですね。タリバン政権下のアフガニスタ

ンでは、女性は学校に行けず、仕事もできなかっ
た。人権が保障されないと、人間開発が妨げられ

る例です。人間開発を妨げるガバナンス・システム

ではいけない。だから、さっきの独裁か民主主義
かということであれば、民主主義の方が良い。た

だし、民主主義にもいろいろな形があるので、西

洋的な民主主義が、そのまま途上国に適応される

のがいいのかというと、必ずしもそうではないと思

います。たとえば私が駐在していたブータンは実
質的な立憲君主制で、ガバナンス・システムは非

常に民主的です。国王は地方に頻繁に視察に行

きますが、村人との集会では誰でも国王に意見を
言うことができます。国王はすぐその場で判断を

下して、大臣に指示を下す。国王に誰でも直訴で

きる制度もあります。もちろん国会もあり、各地域の
代表が出席して議論が行われます。

　経済面での選択肢については、その国の経済、

社会、産業など状況によって輸入代替をするの
か、外資導入、または、輸出振興をすすめるのか

を決めなくてはならない。その国の政府や関係者

と対話をして、必要であれば専門家のアドバイス
を聞いて決める、ということだと思います。決断は

当然当事者である途上国がします。

人権確保と経済成長のプロセス

前田　　開発主義をめぐって見方が分かれてい
るのは民主主義のとらえ方です。たとえば、独裁

政権で人権を抑圧しているけれどガバナンスは安

定しており、犯罪発生率は低くてという……

弓削　　それはガバナンスが安定しているという

よりは、自由度が少ないガバナンス・システムだ、
ということではないですか。

前田　　ガバナンスの中に自由度も含めて考える
のですか。

弓削　　ガバナンスの中には司法制度、行政制
度、人権や自由を保障する制度など多くのものが

入ります。

前田　　じゃあ治安と言えばいいですか。政治的

自由はないけれど治安はいいという状態と、政治

的自由があって何でも言えるけど治安が悪いとい
う状態がありますね。治安が悪いということは犯罪

だけではなくて商業上の問題も含めます。政府と

か政府機関に貸した金が返ってこないとかいう意
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味で。経済成長にとってどちらがいいかと考える

と、投資をしようとしている外国企業にとっては、
開発独裁であってかまわないから治安が安定して

いるほうがいいという判断があり得ます。その結

果、スタートは開発独裁であっても、10年、20年が
経つと、相当経済成長が進むということは現実に

あり得るわけです。

弓削　　それは国が豊かになるのですか、人が

豊かになるのではなくて。もしかしたら国民の格差

は開いているかもしれないですよね。

前田　　開いているかもしれないけれど、1人当

たりGNPで見ると確実に豊かになる。というわけ
で、10年か15年は開発独裁をがまんして、とにか

く経済成長にとって一番都合のいい政策をとろうと

いう考え方もありますよね。

弓削　　私はそれには全く合意できないですね。
それは一部の人達にとって都合のいい考え方だと

思います。これは、どちらが正しいという黒白の絶

対的な答がある種類のものではありませんが、人権
抑圧があり、国の司法制度もきちんとしていない国

で、経済成長を主に援助を長い間続ければ、経済

成長は達成されるかもしれないけれど、その10年、
15年の間、人 の々、特に社会的弱者の生活は良く

なるでしょうか。貧富の格差が広がり、低階層の

人 な々どの苦しみは増えるかもしれません。もし違う
形の援助をしていれば、貧困層、あるいは人権を

保障されなかった人たちの状況がもっと良くなって

いたかもしれませんね。だから、まず経済面で援助
して、ガバナンスの改善はその後で取り組むという

のは間違ったアプローチだと私は思います。

　独裁政治の国では、そのシステムを受け入れ
て、まずやれることをやろうという考え方はあります

ね。人権侵害があるのは良くないけれど、とにかく

国全体がよくなってトリクルダウン（経済発展の社
会的波及効果）が起こるのを期待してのことです

ね。でも、多くの国でトリクルダウンは起こらなかっ

たわけですよ。

山内　　開発経済学者の中には、そういう経済発

展の浸透効果は生じている、と言う方もいます。東
アジアの開発主義諸国はその例として、よく取り上

げられます。

弓削　　浸透効果があった国もあるけれど、な

かった国も多いですね。国自身は成長したけれど

も、貧困層の人も増えたという国もたくさんありまし
た。経済成長をすすめると同時に民主的ガバナン

スもすすめる。つまり、人権の保障、女性の参加と

人権の確保、社会的弱者のためのセーフティネッ
トなどにも同時並行して取り組まなくてはならないと

思います。

前田　　大変クリアに回答していただいて、おっ

しゃることはごもっともですけれども、しかし世の中

そううまくはいかないことがありまして……

弓削　　それはそうですね（笑）。

前田　　現実には、投資と貿易を通じた経済成

長が効率が良いという認識は相当普及してきてい
ます。外資を引きつけることに成功した国が瞬く間

にライバルの国 を々追い越す実例は枚挙に暇があ

りません。で、外資が投資先を決定する際に、そ
の国が人権を一生懸命やっているかどうかが果た

してどれだけ重要かというと、ホンネのところは、さ

ほど重要ではないかもしれません。それよりも、外
資に大きな便宜を図ってくれる国のほうが投資しや

すいということは否定できない気がします。

弓削　　私は、その人たちは経営者としての意識

が低いと思います。環境にやさしい技術を使った

グリーン・ビジネスの製品を買うとか、児童労働に
よってつくられたものをボイコットするとか、社会的

な理念にもとづいた行動をみんながとるようになる

と、世界は変わってくるはずです。日本企業が人
権を無視しているようなところにお金儲けだけに行

くという考え方、もちろん企業の人はビジネス・マイ

ンドで考えなくてはいけないということはわかるの
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ですが、corporate social responsibility（企業

の社会責任）も重要ですよね。「社会的な倫理で
考えて、そういう国ではビジネスをしない。ビジネ

スにはなるけど私たちの会社の理念に反するから

そういうところでは金儲けはしない」というふうに、
経営者が考えるようにならないと、世の中は良くな

らないと思います。だからそのあたりは啓蒙活動を

する必要があるし、会社自身も自分たちの活動や
行動パターンを、国際社会の目標や基準や社会

的な理念や倫理に照らし合わせて考えていかない

といけないと思います。自分だけ良ければいいと
いう考えでみんなが行動していたら、グローバル

な問題は解決できない。だから、そのような人たち

の意識を高める努力が必要です。国際社会ある
いはNGOや国連機関などが、その人たちと対話

をして意識を変えていかなくてはいけない。

UNDPとNGOとのかかわり

前田　　NGOの選別というのはどうされています
か？　国連のさまざまな活動に影響を与えうる少数

のNGOと、そうではない多数のNGOとがあります

よね。今回のヨハネスブルグでも政府代表として
代表団に入っているNGO、いろいろなイベントの

できるNGOとそうではない無数のNGOがあるわ

けですよね。国連に影響を与えうる、あるいは政
府代表を送ることになったNGOはいかなる経緯と

理由によってそういうコネクションをもつことができ

たのでしょう。

弓削　　日本政府が自分たちの代表団に誰を、

どのNGOを入れるかというのは、日本政府の決断
だったのでしょう。

前田　　じゃあ、国連機関、UNDPで結構ですけ
れど、それがつきあうNGOというのはどういう基準

で選ばれたのですか？

弓削　　それはいろいろあります。たとえば私が

途上国のUNDP事務所で勤務していた時には、

どのNGOとつきあうのかは事務所の判断で決めま

した。たとえば、インドネシアのどのNGOと組んで

このプロジェクトを実施するのか、どのNGOと契
約を結ぶのかということは、UNDPの審査基準と手

続きにもとづいて決めていました。そのNGOのい

ままでの経歴、どういう仕事をしてきたか、ほかの
国連機関と仕事をしていたか、正当なNGOであ

るか、専門性や能力があるか、責任をもって仕事

ができるか。このような基準を満たしていれば組ん
で一緒に仕事をします。

山内　　NGOが象徴するようなグローバルな市
民社会（global civil society）の基盤ができたの

は、1980年代ごろと考えてよろしいですか？　質

問を変えれば、国連として、そういうのが意識的に
動き出したのはいつからで、どういう契機だったの

でしょうか。

弓削　　国連を支えてきた市民社会団体は、国

連発足時代からありました。1992年に国連主催で
開催されたリオ・デ・ジャネイロの「地球サミット」を

はじめとして、1990年代の一連の国際会議での市

民社会団体の活動と影響力は相当なものでした。
UNDPは1980年代の半ばくらいから、以前より意

識的にNGOや市民団体とおつきあいするようにな

りました。当時の総裁の影響でしたね。彼はカリ
フォルニアでベンチャーキャピタリストをやってか

ら、アメリカの輸出入銀行総裁を務め、その後

UNDPに来ました。だから彼は、途上国のまだ
育っていない中小企業をベンチャーキャピタリスト

の目で見て、育成を考えたようでした。国の経済

発展のエンジンは民間企業だと。国が発展するた
めには、政府相手にだけ援助をしていても限界が

あると考えたのです。そこで、もっとプライベートセ

クターと協力しなければならない。そして、プライ
ベートセクターだけではなく、NGOともおつきあい

をしなくてはならないと考えたわけです。

企業責任とグローバル・コンパクト

　田　　それでは現在、多国籍企業の行動規範

が問われているというのは、どのように考えればよ
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いのでしょうか。先週、ヨハネスブルグで「持続可

能な発展に関する国連首脳会議（WSSD: World
Summit on Sustainable Development）」があ

りましたが、そこでNGOの方々が強く要求したの

が、企業責任（corporate responsibility）の話で
す。OECD等で一部ボランタリーな企業責任の取

り組みがすでに実施されている以上、一部の先進

国は新たなルールの策定にはネガティブでした。
ところが、会議の蓋を開けてみると、環境とか労働

問題の話も含めてマルチのバインディングなルー

ルを決めて、しかもそれを各国が批准して多国籍
企業の活動に制約をかけるべきだ、という主張が

出たわけです。

弓削　　それは、最近、国連がイニシアティブを

とっている「グローバル・コンパクト」*1の動きと関係

していますね。

　田　　国連では、ジョン・ラギー教授のグローバ
ル・コンパクトというのは有名だと思うのですが、個

人的には、結局あれも成功していると言えるので

しょうか。たとえば、アジアの企業なんかほとんど参
加していないし、日本企業の参加もまだ少ない。

弓削　　何を基準に成功というのか、いつの時点
で成功を判断するのですか。

山内　　なるほど。このグローバル・コンパクトで
すが、その基本原則は三つにまとめられていて、

人権、労働基準、環境であると定義しています。

社会学などでは、国民国家と市民社会が、ある意
味で緊張関係にあるというように言うのですが、実

は、国民国家も権能として二つに分かれまして、

国家の中にも市場化や産業化を促進する部分と、
国民国家自身がいわゆる福祉国家の伝統に則っ

て、市場化に対してセーフティネットをつくったり、

あるいは労働基準をつくったり、環境規制や人権
擁護を担保するといった部分があるわけです。ブ

ルデューは、これを「国家の右手と左手」と言って

いて、霞ヶ関の官僚の方 も々、ある方 は々右手の

代表みたいな省庁におられて、他方では労働省と

か環境省といった、むしろ左手に属する方々がい
て、国民国家自体のバランスを右手と左手でとっ

ている。そうすると今後は、国家の中の左手の部

分と連携して、これを強化する論理として、グロー
バル・コンパクトを用いる可能性もある。いきなり市

民社会と結びつかなくても、ということですが。

　グローバル・コンパクト自体が、国民国家の形成
期にある国民国家を通じて、グローバルに左手を

強くしようという動きだと見ることができるのではな

いか、ということです。

弓削　　グローバル・コンパクトに参加しているの

は民間企業が主ですが、NGOも入っています。そ
の中には人権、環境問題を扱っているNGOも含ま

れています。つまり、左手の活動に関係する団体

も入っているわけです。

山内　　国家の機関の中でも？

弓削　　グローバル・コンパクトの主な対象相手は

民間企業です。ただし、その枠組みをつくってい
るのは、国家が加盟国である国連です。グローバ

ル・コンパクトは対話の場もつくっていますね。グ

ローバル・コンパクトの会議では、企業同士だけの
対話ではなく、人権擁護団体や環境保護団体など

のNGOも対話に加わります。

山内　　そこにいろいろな政府機関が入るわけで

すね。

弓削　　国連の加盟国としての政府は、この枠組

みの一部ですね。

山内　　ここでご判断をお聞きしたいのですが、

産業化の右手シフトが強くなってきて、グローバリ

ゼーションというのはある意味で、市場化の強力な
均質化の働きですね。その中で国民国家というの

は、そもそもグローバリゼーションに向かう市場の

働きを、ローカルな特殊性や基本的な権利を保障
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することによって防ごうとしていたものかもしれな

い。そうだとすればグローバリゼーションの動きが
高まれば、実は現在は、それに対する国民国家の

ローカライゼーションの権能が強化されつつある

フェーズなのかもしれない。こっちが暴走しないよ
うに、いつも他方が拮抗しているわけだから。世

界市場が強化されれば国民国家の役割もそれに

従って大きくなるとすれば、国家の左手の役割が
大きくなって当然なのかもしれない。現実には、こ

れはナショナリズムという右へのシフトとして現れま

すが。けれども、もう一つ別の見方は産業化という
フェーズの中では、世界市場と国民国家というより

レベルでバランスをとってきたけれども、近代産業

文明というフェーズが終わって、次の近代文明の
フェーズに入る中で、たとえばこういう新しい企業

自身の活動が変わるように、世界市民が生まれつ

つあるのかもしれない。

弓削　　次のステージは、どういうステージだとい
うように思われますか？

山内　　それが、よくわからんのです（笑）。要す
るに次のフェーズに入るとすると、当然今後、産業

化の中で生まれた企業というのは、次の文明の段

階に適応するために、率先してこのグローバル・コ
ンパクトに参加するのがより正しい企業活動だとい

うことになりますよね。

弓削　　そうですね。でも別にグローバル・コンパ

クトに参加しなくても、あの基本原則を守ればいい

わけですよ。

山内　　国連開発計画の駐日代表として日本企

業に、「グローバル・コンパクトに加わったほうがよ
り正しい企業活動ですよ」というメッセージを送って

いただけますか（笑）。

弓削　　グローバル・コンパクトに参加したほうが

より正しい企業活動ができるというよりも、グローバ

ル・コンパクトの九つの原則を企業が守ることが大

事ですね。もちろんグローバル・コンパクトに参加

するということは、これらを守る一つのインセンティ
ブにはなりますが。参加していないけれど、これら

を守っている企業もたくさんあると思います。あの

九つは非常に基本的なものなので、企業はこれら
九つの世界のスタンダードを自分たちがきちんと

守っていかなくてはならない、ということを意識して

行動することが大事です。多国籍企業は、本社だ
けでなく途上国の事務所や工場も含めて、自分た

ちの行動と、国際社会の普遍的な原則とをすりあ

わせてみることが大事だと思います。

山内　　そのスタンダードをとることが長期的にみ

れば結局、いろいろなレベルではあるけれども、
その企業にとって有益なわけでしょう？

弓削　　ええ。社会にとっても有益ですね。

山内　　世界にとっても、企業にとっても有益なわ
けでしょう。

弓削　　そうですね。世界にとっても企業にとって
も、従業員にとっても、ですよね。

山内　　それはより正しいことをしたからというだ
けではなくて、エコノミカルにも有益なのですか？

弓削　　全体的に見て有益でしょうね。エコノミカ
ルかというと、ある原則を守れば、その年に必ずし

も売り上げが上がるというような、単純な結果には

ならないと思います。そのような比較はできないと
思います。しかし国際スタンダードを守るということ

は企業にも期待されている。

山内　　それはより正しく生きるという倫理的な問

題で、正しいということが重要なのでしょうか。

弓削　　言うまでもなくそれは重要だと思います。

人権を守るということは、国家も企業も大学も一人

ひとりも、みんなしなくてはならないわけです。自分
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の人権も他人の人権も守られるべきです。

山内　　それは倫理ですか？

弓削　　倫理でもありますし、世界人権宣言でも
提唱されています。採択された1948年から、これ

を国際協定として世界がやりましょうと言っている

わけです。50年以上たったいま、それをやってい
ないというのは、国際基準を守っていない人や組

織が多いということです。その一部をグローバル・

コンパクトという形でいくつかのものにまとめて、こ
れらを守らなくてはいけないと企業に呼びかける。

ぜひ自主的に守ってくださいということです。

山内　　しかし憲法なんかでもプログラム規定と

いうのがあって、これはいま行われることではなく

て、長期的な目標だという考え方がありますよね。
それは法律的に建前と本音を使い分けているわけ

です。おそらく1948年の人権宣言の時に、本当に
まじめにあれをやろうと思って、みんな採択したの

ではないのではないでしょうか。あれはプログラム

規定だというように。

弓削　　いや、やはりやろうということを思う人が

いなければ、あそこで採択されていないですよ。

山内　　でも全人類の中のほんの一部でしょう、

あれをまともにやろうとしているのは。

弓削　　まあ、あのときは国の数も少なかったで

すからね。国連が発足したときには51カ国で、い
まは191カ国ですから。

変わりつつある国際社会の意識

　田　　企業にとってグローバル・コンパクトがエ

コノミカルにプラスなのかマイナスなのか、普通に

貪欲に考えれば明らかにマイナスです。そんなも
のは無視して、現地の安い労働力を使って企業

活動をどんどんやったほうがいいわけで、環境や

労働基準なんて守らないほうが企業利益には良い

に決まっている。ただ、現在、状況が違うのは、や

はり情報技術との関係です。ある会社があって、
そこは実は児童労働を使ったり、環境をどんどん

破壊しているというような話がネットにのって、それ

が世界中いろいろなところで批判されて、それが
企業内部の意思決定システムにも影響するし、不

買運動が起きてしまったりすると、彼らのビジネス

の観点からも非常に大きなプレッシャーがかかって
くる。30、40年前だと、そういうことは起きなかった

わけです。途上国でそんな企業活動をしたって誰

も気にしなかったのが、今は地球の反対側まで一
瞬に伝わってしまうというのは、結局、企業商売に

とって、イメージなどが重要になってきているという

ことだと思います。

弓削　　いまは多くのNGOが企業をウォッチして

いる。環境面をウォッチしているNGOもいれば、
別のNGOは児童労働をウォッチしている。企業に

ついての情報をNGOはWebにも載せるし、キャン
ペーンでも流しますよね。そういうことが不買運動

になったり、そんな企業では働きたくないというよう

に若い人の就職活動の一つの要因になると思いま
す。それは、単純にすぐ数字にはねかえってくる

経済的な損得というふうには言えない。でも企業イ

メージに影響します。いまは以前より、企業イメー
ジのことをみんな気にするようになりました。自分の

企業イメージが何であるか。社会貢献室をつくっ

て「うちもこんないいことをやっています」。それか
らテレビで、「私たちは非常に環境にやさしいこと

をやっています」とか、「私たちにもエコロジカルア

ドバイザーがいます」とか、企業イメージとして環
境に優しいこと、環境に配慮して活動していると

いうことを宣伝していますね。やはり、社会的な倫

理として、企業もそういうことを守っていかなけれ
ばならない時代になったと思います。

山内　　国際社会は変わったわけですか。

弓削　　変わってきていますね。でもそれはプロ

セスですから、そういうことを気にする企業も増え
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てきたけれど、気にしていない企業だってまだたく

さんあります。消費者もそういうことに対して敏感に
なってきたという意味では、いい方向に進んでい

ると思います。ただ、まだ「変わった」とは言えない

ですよね。変わり続けなくてはいけない。

　田　　一つ気になるのは企業責任とかグローバ

ル・コンパクトとか、インターナショナルな世界から
直接企業に影響を与えるようになってくると、肝心

な投資受入国である途上国からすると、「そんなも

のなければ、うちの国に来てくれたのに、直接投
資してくれたのに」と逆に成長を阻害する面という

のはないでしょうか。環境なり労働なりの対策をや

るというのだったら、むしろ途上国自身が自分たち
の制度面を強化していくといったほうが実情にあっ

た発展ができるとも思うのですが。

弓削　　それは同時並行してやらなくてはならな

い。あっちが先とかこっちが先とかいうより、同時
に企業自身も、途上国も、消費者も改善する。み

んなが意識を高めて行動に移していかなくてはい

けないということです。

山内　　今日、お話を聞いていて、UNDPという

のは非常にプラクティカルだと感じました。現場の
問題をどうやって解決するのかというスペシャリス

トだということですけれども、そういう側面から見

て、たとえば1980年代半ばからの変化は継続的
であると実感しますか？

弓削　　そうですね。いろいろな意味で世界は変
わってきています。たとえば人口問題は長い間、人

口増加抑制というマクロの観点に重点が置かれて

きました。ところが、1994年にカイロで開かれた人
口開発国際会議では、個 の々人間に焦点を当てた

リプロダクティブ・ヘルス・ライツ（reproductive

health and rights）というミクロの観点が鮮明にさ
れ、今後20年間の「行動計画」が採択されました。

日本語訳は「性と生殖に関する健康と権利」です

ね。人口問題を解決するためには人間個人に焦点

を当てて、人間の選択肢と人権を尊重しなくてはい

けないということです。従来の家族計画、母子の健
康という狭い取り組みから、より包括的である人生

全体を通じてのリプロダクティブ・ヘルスという概念

が国際社会で広がっています。また、すべてのカッ
プルおよび個人は自分の子供の数、出産間隔、出

産の時期を、責任をもって自由に決定でき、そのた

めの情報と手段を得ることができる権利がリプロダ
クティブ・ライツです。私はそのころブータンにいま

したが、ブータン政府の国家5カ年開発計画では、

人口問題は、従来、保健衛生の章の一つの項目と
しか扱われていませんでした。ところが、人口問題

は保健衛生だけの問題じゃないんだということを政

府が認識した結果、「リプロダクティブ・ヘルス国家
戦略」を策定することになりました。また、人口問題

はすべてのセクターに関連があるということも認識さ

れ、「人口と開発」という新しい章が初めて設けられ
ることになりました。これはカイロの国際会議の結果

を受けて、ブータン政府が考え方を変えたというこ
となのです。

山内　　残念ながら日本人は、人口問題をそこま
では位置づけていませんね。

弓削　　人口問題に取り組んでいる人たちの中
ではリプロダクティブ・ヘルス・ライツという考え方

は浸透してきています。世界各地で考え方が変

わってきているというのは、途上国に住んでいた
時から感じていますね。リオ・デ・ジャネイロで「地

球サミット」が開かれた1992年にはインドネシアに

住んでいました。そのときにもリオで採択された行
動計画「アジェンダ21」を受けて、インドネシアで

は「国家アジェンダ21」を策定することを決めて、

UNDPの支援を求めてきました。今回のヨハネス
ブルク・サミットの結果が、どのように各国レベルで

実施されるかは興味深いところです。国際会議の

結果を踏まえて、途上国が行動をとるということを
今までに実際に見てきたわけです。
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個人の問題意識と理念の実行

山内　　そうすると、グローバルな理念による変

化は、国民国家を動かすわけですね。しかし、そ

の根底にあるのは個人の世界観の変化なのでしょ
うか。

弓削　　やはり人 の々問題意識が重要ですね。世
界の貧困、飢餓問題、地域紛争や難民の問題、

HIV・エイズ、女性差別などいろいろな問題があり

ますよね。そういうことについての理解を深めて問
題意識を高める。日本でも、もっと世界の問題につ

いて一人ひとりが考えて、積極的に行動をとること

が必要ですね。大学でも、私の途上国での経験や
具体例を挙げて学生には話をしていました。

前田　　どの大学で教鞭を執っておられたので
すか？

弓削　　フェリス女学院大学国際交流学部です。

3年間教えていましたが、日本の若い人で国際協

力に関心をもっている人は非常に多いと思いまし
た。私は学生には、口をすっぱくして現場を見るよ

うに言っているので、みんなだんだん現場に行くよ

うになりました。夏休みにNGOのインターンとして
ラオスの小学校建設キャンプに行ったり、ネパール

の山道を8時間ぐらい歩いて目的地の村に行く学

生もいました。
　現地に行くと問題意識が飛躍的に高まります。

ある学生は、タイの北部の村に滞在したのです

が、この村には最近電気が通じました。そうすると
村人はテレビを欲しがるようになった。だけどお金

がないので結局自分の子供を売りに出してしまっ

た。いまのは非常に単純化した話ですが、その学
生にとっては電気が通ることでみんなが便利にな

るというふうに簡単に考えていたことが、そうでは

必ずしもない。関連する問題がいろいろとあること
に気がついて、じゃあ本当の開発は何なのかと非

常に考えさせられたのです。途上国の現地に行く

ことで日本ではあまり見えない問題が身近に感じ

られて意識が高められる。問題意識が深まり、もっ

と勉強しなくてはいけない、もっと考えなければい
けない、自分たちの役割は何かということを真剣に

考えるようになる、その刺激が重要です。だから

私は大学の先生として、学生にこのような刺激を
与えることと、国際協力活動を始めるきっかけを与

えるのが重要な役割だと思っていました。

前田　　ちょっと感想を言いたいのですが、最近

不思議に思っていた疑問が今日のお話で氷解し

ました。額としては、日本は莫大なODAを出して
いますよね。その割に経済協力の面での日本の世

界に対する情報発信は、必ずしも多くはない。一

方で国連機関というのは、失礼ですけれど使って
いる予算額はそんなになくても、膨大なパブリケー

ションを出して、膨大なシンポジウムをやって、世

界に向けての情報発信を続けています。この差は
何だと。たとえば予算1億円当たりの世界に対する

情報発信量というと、多分数桁くらい違う。その理
由を疑問に思っていました。日本人は説明ベタと

か、奥ゆかしいとか、言葉の壁とか言う人もいまし

たけれど、それは必ずしも的を得ていませんね。
それは理念の内容の差ですね。

山内　　つまり、ODAの効果＝予算×理念の内容
という式がある、ということですか？　問題なのは、

額×理念密度ということになる、と（笑）。

弓削　　日本はODAの理念、政策、活動や成果

について、国内にも世界に向けても、もっともっと

発信してもいいと思うんですよ。いや、発信しない
といけないんです。日本国民のODAに対する理

解は、まだまだ十分ではないので、わかりやすい

形で情報提供と発信をすることが必要です。

前田　　もっとはっきり言えば、それにかかわる人

が、命に代えても訴え続けたいと思う理念がある
かどうか。

弓削　　理念といえば、「人間の安全保障」の概
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念は最初にUNDPが打ち出したものです。UNDP

は『人間開発報告書』を1990年から毎年違うテー
マで発行していますが、1994年の報告書では「人

間の安全保障」の概念を紹介しました。この概念

は今では開発理念の主流となっています。日本政
府は人間の安全保障の視点からさまざまな問題に

取り組むため、1999年に「人間の安全保障基金」

を設置しました。また、緒方貞子前国連難民高等
弁務官とノーベル経済学賞受賞者のアマンティ

ア・セン教授を共同議長とする「人間の安全保障

委員会」も設立されました。

前田　　なるほど。ということは、援助の評価とい

うのは二つあるということですね。一つは額で判断
する、もう一つは理念で評価する、という。

弓削　　もちろん結果は大事です。言い換えれ
ば、インパクトということです。インプット、アウトプッ

ト、アウトカム、インパクト、という言い方をしていま
すが、どういう専門家が来たか、どういう研修が行

われたのか、どのような機材が供与されたのか、

などがインプットですよね。でも、それらがどういう
ふうに使われてどういう成果がもたらされたのか、

ということが重要です。いくら良いインプットがされ

ても、それが有効に使われなければアウトカムが
少なくなってしまいます。道路が建設されたという

ことだけではだめですよね。道路ができた結果、

本当に人々の生活が向上されたのか、つまり人々
の生活にどのようなインパクトがあったのかを見る

ことが重要です。だから援助額はある一面であり、

それがどのような理念にもとづき、どのような形で
何のために使われたのか。そしてその結果として

人 の々知識が増えた、新しい雇用の機会を得られ

た、自分の能力が高まった。それから政府が強化
された、保健衛生サービスが良くなったということ

であれば、プラスの評価ができるのではないでしょ

うか。

山内　　前田さんは、インプットをいろいろな段階

で正しくインパクトに結びつける評価の軸が理念だ

ろうと言っている。その理念として、きわめて普遍

的なものとして「人間の開発」、つまり、一人ひとり
の潜在的な可能性の十全な解放というものがある

だろうと。しかしこれはこれで、きわめて啓蒙主義

的な発想ですね。

弓削　　でも理念があっても、それを実行に移す

手足がないと、インプットされたものが、うまくイン
パクトにつながりません。グローバルな理念と国家

の戦略がどう結びつくのか、またその国のガバナ

ンス・システム、援助受け入れ体制はどうなってい
るのか。援助を供与する側の援助政策制度、また

援助の人材はどうかなどといろいろな問題が絡ん

できます。

山内　　今日は長時間、ありがとうございました。

（2002年9月27日国連開発計画東京事務所にて収録）

*1 <http://www.unglobalcompact.org/Portal/>

「智場」記事一覧

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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みあこネットの持つ意味

　先日、「みあこネット」の見学ツアーに参加してき

ました。みあこネット（京都街中無線インターネット

プロジェクト）は、いわゆる街角インターネットを京
都で実現しようという実験で、最近よく話題になる

事例の一つです。利用している技術も先端を行く

ものですが、大きな特徴は「祇園まつりモデル」と
呼ばれている費用分担モデルです。みあこネット

の利用者には大きく分けて基地局オーナーと無線

みあこネットユーザーの2種類があるのですが、無
線のユーザーは無料でサービスを利用でき、基地

局オーナーがネットークの費用をまかなっていま

す。基地局オーナーは月1万円の費用を支払い、
建物にアンテナを設置します。すると、その基地

局オーナーのオフィス内で有線でインターネットが

利用できるようになると同時に、その近辺では、無
線みあこネットユーザーが無料で、インターネット

へ無線で接続できるようになります。

　つまり、「祇園まつり」を町の多くの人が費用を出
し合って開催し、魅力ある町を作ることによって観

光客を呼び込むのと同じように、無線インターネッ

トをその町にいる人が構築して、それを町の魅力
とすることで町を活性化しようというのです。別の

見方をすれば、一般利用者からの収入では無線

インターネットの基盤は維持できないと見切ってし
まい、通信基盤で儲けることをやめ、「自分たちの

欲しい基盤を自分たちの技術と費用で作ってしま

おう」としたということです。基地局オーナーは自分
でADSLサービスを買う場合にも3,000円から

5,000円程度の費用は必要とするわけですから、

月 5々,000円強の追加投資で近辺に無線インター
ネット接続を近隣に提供できることになります。

　今やインターネットは、道路や電話、電気やガス

のように基本的な社会基盤の一つだと言われてお
り、ライフラインとさえ言われることがあります。しか

し、他のインフラとは大きく違う点があります。それ

は、行政や大きな企業ではない個人や小さな組織
でも、「欲しい通信インフラ」を非常に安く簡単に構

築することができることです。また、それを他の通

信ネットワークと相互接続することで、全世界の通
信ネットワーク全体の恩恵を得られることです。み

あこネットは、そのような「欲しい通信インフラ」を自

分たちで作ってしまったよい例です。

電話型整備手法の限界

　アメリカでは大手の通信事業者が次 に々破綻し
ています。国内でもADSLやCATVインターネット

の利用料が限界まで下がり、これは利用者にとっ

てはうれしいことである一方で、多くの通信事業者
がこのまま続けていけるのかと不安を抱えていま

す。通信事業は「大儲け」ができる業界ではないこ

とがはっきりしてきてしまいました。
　すでに、ADSLやCATVインターネットなどの、

通信速度が数Mbps程度の利用環境については

地方都市まではカバーされましたが、中山間地域
などではまだ利用できないところが多く、整備の見

込みが立たない地域も多くあります。しかし、通信

事業全体の不振のため、これらの地域では事業
者の積極的な展開は期待できなくなっています。

この状況に対応するため、事業者がサービスを展

開しやすいように、通信基盤を自治体が作って提
供したり、あるいは自治体自体が事業者になって

直接住民に通信サービスを提供してしまうような例

も出てきています。その一方で、みあこネットのよう
に、サービスエリアとしてはADSLもFTTHも提供

自分たちで作るネットワーク
石橋啓一郎
（GLOCOM研究員）
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されていながら、さらに新しいインフラを求めて、

市民グループがそれを作ってしまうような事例も出

てきています。
　これらの事例の共通点は、それまで提供されて

いる環境に満足できず、自治体や市民グループな

どそれぞれのコミュニティがそれぞれの立場から
判断して、自己の責任で通信インフラを計画し、

構築していることです。

　これまで、地域単位での一般利用者対象という
「面的」サービスは、通信事業者の役割だと考えら

れてきました。これは電話と同じサービスモデルで

あり、事業者が網を展開し、利用者は小さな個と
してその末端に個別につながるというものです。こ

のとき、電話のような形ではないにせよ、各利用者

は性能の面でも価格の面でも平等であり、それぞ
れ個別に通信事業者からサービスを受けてきまし

た。しかし、「サービスエリア内の平等」と「競争の

促進」という条件下でインターネットのインフラ整備
が進められたため、採算地域でのみ激しい競争、

不採算地域は無視という、予想された結果が生じ

ました。しかし、これは電話型の手法を用いたた
めに現れた限界です。インターネット技術の特徴を

利用し、電話型のサービスモデルから踏み出して

いけば、まだ、さまざまな展開方法があり、みあこ
ネットや自治体によるインフラ整備は、その例だと

言えます。日本のインターネット整備はようやく旧来

の電話型手法で整備可能な段階を終え、これから
第二段階に入るのだと考えてよいかもしれません。

「自分」「自分たち」が何をすべきかと考える

　これまでの電話型整備手法と、みあこネットや自

治体の試みに代表される次の段階の整備手法の違

いは、「誰が環境をデザインするか」という視点の転
換にあると思います。電話型の整備手法では、事

業者が利用者を市場としてとらえ、サービスを開発

し、それぞれ個別に提供してきました。利用者は事
業者のサービス展開を待ち、それを受けるという立

場でした。しかし、インターネットの技術の性質と近

年のコストの低廉化によって、「情報環境のデザイ
ン」はすでに誰にでも実行可能なものになっていま

す。自分でデザインして自分で作るという視点さえ

持っていれば、事業者に頼らずとも、欲している通

信インフラを作れる場合が多くあります。
　実際には、われわれは「自分でデザインして自

分で作る」ということを、すでに実行しています。

たとえば、私の家にはADSLが来ていて家庭内
LAN（と言ってもハブが一つ）があります。これは

一般によくある構成だと思います。私が必要として

いる通信インフラ（具体的には「できるだけ太くて
フィルタリングされない対外接続、グローバルアド

レスが取れて、何台かPCがつなげる環境。ただ

し主に使うPCは1台」）を実現するために、私は機
器を選定し、プロバイダを選び、LANケーブルを

買い、配線しています。つまり私の家の環境は「自

分で作ったネットワーク」と「自分で選定した事業者
の対外接続」からなるネットワークなわけです。ど

の個人や組織でも同じことをやっています。ただ

し、「自分でデザインする」という考え方を持たない
と、自分の要求にたまたま合うサービスが提供さ

れていないとき、そこで発想が止まってしまう点が

重要な違いです。
　ADSLサービスも提供されていない地域で、広

帯域なインターネット接続が欲しいと考えている状

況を想像してみてください。ただ受動的に待つ立
場であれば、事業者がその地域にサービスを始め

るまでひたすら待つことになるでしょう。「必要なも

のを作ってつなげばよい」という発想に立てば、た
とえば町内会や商店街の各戸・各店舗を無線で相

互接続し、そのネットワークを行政が提供する通信

回線を借り受けて事業者につなぎ、インターネット
接続を得るということが可能かもしれません。この

考え方は、程度の差こそあれADSLの先に家庭内

LANをつなぐことと、同じ考え方の延長線上にあり
ます。

地域の役割・地域に対する意味

　ただし、個人で必要なインフラをすべて用意し

ようとすれば、そのコストは非現実的なものになる

場合が多いでしょう。たとえば独りで山の中に住ん
でいる人が、自分のためだけに光ファイバ回線を
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引こうとしたら、そのコストは莫大なものになるで
しょう。そこで地域の役割が重要となってきます。

同じ地域の人が協力し合う、あるいはその地域の

行政がかかわることによって、施設を共用してコス
トを下げたり、通信事業者や行政などの他のプ

レーヤとの交渉力を高めたり、技術力や労働力を

集結したりすることができるようになります。
　現在の日本には、このようなインフラ整備の進め

方をするうえで有利な点が二つあります。ひとつ

は、NTTをはじめとして多くの事業者や企業が、
1980年代から90年代にかけて光ファイバネット

ワークの構築を行っており、幹線系の光ファイバが

比較的余っていることです。もうひとつは、政府が
e-Japan戦略を推し進め、事業者のネットワーク資

源の開放を行った結果、それらのファイバを安く借

りられたり、NTTの局舎を利用できたり、局舎から
各建物までの電話線を利用できたりすることです。

それに加え、自治体が公的ネットワークを構築して

いてそれを安価に利用できるケースも多くありま
す。地域単位でまとまって活動することで、これら

の資源はかなり容易に利用することができるように

なります。これらをうまく利用することで、不採算地
域でも安くネットワークを構築することができます

し、もちろん先進地域でも必要に応じて柔軟なネッ

トワーク構築が可能です。「地域」という物理的距
離が近い単位でまとまることで、次のステップのイ

ンフラ構築へ進むことは容易になるはずです。

「智場」記事一覧
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国際情報発信ロサンゼルス・フォーラム

宮尾尊弘
（GLOCOM主幹研究員）

て技術と市場が進化してはいるが、はたしてど
れだけ支配的になるかどうかは、コスト、無線との

競争、需要のあり方、ネットワーク全体の構造と

いった要因に依存して決まる。携帯と無線の両
方を概観すると、一方で利用者の移動が高まる

方向と、他方でデータ通信量が増える方向がト

レード・オフの関係にある。それが将来、第4世代
の時代に統合されるかどうかは、まだ不明であ

る。無線のネットワークの展望としては、予想もし

なかったような需要、特に利用者自身が発信す
るような需要が今後の成長をもたらすであろう。

それを左右するのは、ビジネス需要か個人の需

要か、周波数政策がどうなるか、レイヤー構造が
どうなるか、成長を生み出すアプリケーションは

何かといった諸問題である。ここで注目すべき

は、センサーの発達によって、マシンがマシンと
交信して、新しいユビキタス・コンピュータの時

代を作るかもしれないということである。

基調講演
「携帯と無線：われわれは今どこにいるか」

　日本が米国よりも数年進んでいるといわれる携

帯の技術に注目が集まるなか、去る9月26日にロ

サンゼルスの南カリフォルニア大学で、GLOCOM
の国際情報発信プラットフォームが主催する国際

フォーラム「携帯・無線技術の社会経済的影響：日

米比較」が開催された。
　日本側からは、NTTドコモ米国社長の小野伸

治氏、日本経済新聞社編集委員の勝又美智雄

氏、時事通信社編集委員の湯川鶴章氏がパネリ
ストとして参加し、筆者が総合司会を務めた。米

国側からは、カリフォルニアで携帯や無線に関し

て第一線で活躍する学者、ジャーナリスト、ビジネ
ス関係者8名ほどがスピーカーやパネリストとして

参加し、南カリフォルニア大学デビッドソン・コン

ファレンス・センターのメインの会議場に100名以
上の聴衆が集まり、活発な議論が展開された。

　まず、今回のフォーラムの共催相手である南カリ

フォルニア大学コミュニケーション・スクールの
ディーンのジェフェリー・コーアン氏が、開会の挨

拶において主催のGLOCOMや資金的な助成団

体である東芝国際交流財団に謝辞を述べた後、
同スクールのジョナサン・アロンソン教授が基調講

演を行った。その要旨は以下のとおりである。

　無線と携帯に関する重要な設問は、無線の分

野がどのように展開するか、この分野のビジネス

を推進するものは供給側の革新か需要側の飛
躍的変化か、政策当局は何をなすべきかといっ

たものである。携帯については、第3世代へ向け

第1セッション
「携帯・無線のオンライン・ジャーナリズムへの影響」

携帯・無線技術の
社会経済的影響：日米比較

　この基調講演を受けて、第1セッションでは、
「携帯・無線のオンライン・ジャーナリズムへの影

響」が議論された。まず、この分野を代表するダ

ン・ギルモア氏（サンノゼ・マーキュリー・ニュース・
テクノロジー・コラムニスト）がプレゼンテーションを

行い、オンライン・ジャーナリズムを概観して、以

下の点を指摘した。

　現在、オンライン・ジャーナリズムで起こってい

るのは、新旧メディアの融合であるが、これは旧
メディアが、ピア・ツー・ピア型の中抜きの直接的
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ジャーナリズムを認めて、取り込んでいく過程で

ある。誰もが発信できるジャーナリズムではある
が、ただし誰も金儲けができないでいる。いずれ

にしても以前はエディターに手紙を書く以外にな

かった一般の人が、今やウェブログなどでコミュ
ニティを作ってジャーナリスト以上のことを知るよ

うになっている。携帯はこの状況をさらに興味深

いものにしている。日本の「2ちゃんねる」などは、
携帯を活用して新しいタイプのジャーナリズムを

作り出しているといえる。

　これに対して、勝又日本経済新聞社編集委員

は、いくつかの問題点を指摘した。

①オンライン・ジャーナリズムの時代には「信頼性」
が問題になるが、メディアはニュースをスクリーン

して信頼性を得られるか。

②日本では日経ネットだけが利益を上げている
が、一般に高いコストを広告収入などでどうカ

バーして利益を上げることができるか。

③ジャーナリストがプロフェッショナルとして、どこま
で自主規制して倫理感を維持できるか。など、非

常に難しい問題である。

　次に、携帯・無線の影響については、サンディ
エゴ・ユニオン・トリビューンのインターネット担当の

クリス・ジェニワイン氏が、2002年2月以来、携帯

端末用に短いニュースの配信を始めているなか
で、いくつか気づいた点を指摘。たとえば、米国

ではまだ携帯電話型の端末の質が低いこと、ま

た、短い（バイト・サイズの）ニュースが少なく、既
存の記事を短く書き直す手間がかかることなどが

問題だが、その反面、いつでもどこでもニュース

が見られること、瞬時にニュースが配信できること
などのメリットは大きいことが強調された。

　これに対して、湯川時事通信社編集委員より携

帯・無線に関する日本の状況について、PC文化の
米国と違って日本は携帯文化といえること、これま

ではテキストが主であったが、デジカメ搭載の携

帯が普及していることなどの説明があった。
「ジャーナリズムへの影響も少しずつ出はじめてお

り、たとえば大阪市は、一般市民に犯罪の場面の

写真を撮って送るように呼びかけている。『2ちゃん

ねる』も携帯を利用して伸びており、さらに朝日新
聞社が提供している『知恵蔵』のサービスが携帯

で利用されて、すでに1万3,000人が登録してい

るが、これは主要なニュースの内容をキーワードで
検索できるサービスで、若者の間で評判になって

いる。これは新たなニュース・オンデマンドといえ

る」とのことであった。
　リチャード・オーエン氏（アヴァントゴー社代表）

は、携帯のメリットとして、乗り物の中などでの暇つ

ぶしに適していること、他の手段がないときにス
ポーツの結果などを知るのに便利なこと、さらに旧

来型のビジネスと組み合わせて新しい価値を作り

出せることを指摘。「しかしながら、iモードを米国
で成功させるのは容易ではない。日本は混雑する

電車の中で小さい携帯がうまくフィットするが、米

国ではPC中心の文化が支配的である。また米国
では、日本のNTTのように独占的な利益を享受で

きない。さらに若者が日本のように外でたむろする

ことが少なく、自分の部屋でPCに向かっているこ
とが多い」といった違いが強調された。

ランチョン・スピーチと第2セッション
「携帯・無線のデジタル・エンターテインメントへの影響」

　ランチタイムには、MTGP社北米ベンチャーマ

ネージャであるロバート・ターセック氏が「携帯デジ

タル・エンターテインメント」というテーマで講演を
行った。この分野ではすでにテレビ型のモデルが

成り立たなくなってきており、双方向のネットワーク

が創作者と消費者を直接結び付けて、配給会社
をバイパスしはじめていることが指摘された。さら

に、「携帯の時代に入り、人々の行動を変えるよう

なコンテンツが出てきている。たとえば、日本の
『ひまひま』のサイトでは地図情報を含んだインスタ

ント・メッセージが盛んに交換されている。このよう

に携帯の利用者が参加して決めるコンテンツが流
行るのは、日本に限らず世界中どこでも起こりつつ

ある。課金がやりやすく、ネット上でのクレジット

カードの利用より安全である点も携帯を使う利点で
ある。米国では双方向テレビのような従来型メディ
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アと組み合わされて利用され、効果を上げている。

携帯を利用した新しいタイプのエンターテインメン
トについて、世界中で成功例が出はじめているの

が現状」との指摘があった。

　これを受けて、午後の第2セッションでは、筆者
の司会で「携帯・無線のデジタル・エンターテインメ

ント」についての議論が展開された。まず、小野

NTTドコモ米国社長がプレゼンテーションを行い、
iモードは若い社員がトップの反対を押し切って始

めたもので、誰もが予測しなかった使い方がなさ

れることで成功してきたことが指摘された。「その
ポイントは、それまで注目されなかった個人消費

者市場を開拓したことで、現在までに3,000万の

登録者数を獲得しており、iモードのメニューだけ
で6万ものウェブサイトにアクセスできるようになっ

ている。利用は8割がゲームや着メロといったエン

ターテインメント系で、残りが日経新聞などの情報
検索や株取引のようなビジネス系などとなってい

る。最近では無線LANサービスを狙った機種を出

して、iモードのサービスの拡大に努めている」との
ことであった。

　ルーシー・フード氏（ニュースコープ・コンテンツ

担当副社長）は、まず、ニュースコープ社のコンテ
ンツ配信と携帯電話によるマーケティングがどのよ

うに融合しているかを示す世界中のCMのビデオ

を映して、携帯でワン・ツー・ワン・マーケティング
を達成しつつある状況を説明した。携帯端末を活

用して世界中でマーケティングを行う可能性に触

れて、どのように個々人の好みに応えていくかにつ
いて具体例を挙げた。たとえば、既存のメディア

のコンテンツについての質問に携帯で答えても

らったり、人気のある映画やTV番組について観客
の間で会話をしてもらったり、スポーツやアニメの

キャラクターなどと携帯を通じて交流したり、さまざ

まな工夫が可能で、それが全世界に広がっている
と指摘した。

　ブラウニング社の携帯エンターテインメント専門

家であるタピオ・アンティラ氏は、以下の四つのポ
イントを強調した。

①この分野で利益を上げるには、ブランド名が非

常に重要であり、消費者にアピールして、ワン・

ツー・ワン・リレーションを作ることが大切である
こと。

②携帯性（ポータビリティ）によって、すべて必要な

情報を持ち運びできることが特徴であること。
③個人間のメッセージ・サービスがますます重要に

なっており、最近ではテキストだけでなく、カメラ

搭載の端末も人気が出てきていること。
④創造性にあふれたコンテンツに人 は々お金を払

うが、最終消費者自身が作り出す情報がますま

す面白くなってきていること。
　以上のプレゼンテーションに対して、勝又氏は、

エンターテインメント中心の若者文化に危惧を表

明し、「特に日本の若者がほとんど会話を交わさ
ずに、ゲームやメッセージの交換に集中しているこ

とへの社会的なマイナス面に注意を払うべき」と警

告した。これに対して、小野氏は、逆にプラス面が
大きいとして、たとえば聴覚障害者にはテキストや

映像の情報が有用であり、視覚障害者にはカメラ

搭載の携帯が盲導犬代わりに使われたりする可能
性を指摘した。ルーシー・フード氏は、世界中で若

者が新しいコミュニケーションと交流の手段を手に

入れたことの重要性を強調し、タピオ・アンティラ
氏も比喩として、「両手が酒とタバコでふさがって

いる場合に、携帯が鳴ればどちらかを手放さざる

を得ない。エンターテインメントの形態が変わって
いるのであって、特に若者の文化が悪くなってい

るわけではない」という意見であった。

第3セッション
「携帯・無線の国際比較：日本、米国、欧州」

　携帯・無線に関する国際比較については、この

分野を代表する学者であるスタンフォード大学コ

ミュニケーション・スクールのフランソア・バー教授
が、豊富なデータに基づいて興味深いプレゼン

テーションを行った。まず、インターネットと携帯電

話が対照的な性格を持っていることを指摘して、
インターネットは参入が容易で規制されておらず、

スタンダードがオープンで利用者がアプリケーショ

ンを自由に選べるのに対して、携帯電話は参入障
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壁が高く、周波数規制も強く、スタンダードも確立

しておらず、アプリケーションもプロバイダーが提
供する場合が多いと指摘。「そのためもあり、携帯

の利用者は国や地域によってかなり異なり、日本

や欧州では個人の利用が多く、米国ではビジネス
利用が主流である。また、米国では音声中心であ

るが、日本ではデータ通信が中心である。米国で

の普及率は低く、日本や欧州ではかなり高くなって
いるが、それは、米国ではさまざまな会社がいろ

いろな機種や端末を提供してスタンダードがない

のに対して、日本ではNTTドコモがベンチマーク
を提供しているからである。また欧州では、個人

向けのワン・ツー・ワンのコミュニケーションやエン

ターテインメントが盛んで、それが普及率を高める
原因となっている。今後は利用者が作るコンテン

ツが主流となっていくので、日本、米国、欧州の状

況がさらに異なってくる可能性もある」とバー教授
は結論づけた。

　それに続いて、エリザベス・ファイファ氏（南カリ

フォルニア大学ビジネススクール研究フェロー）
が、携帯・無線の利用状況や今後の見通しについ

ての自分のアンケート調査を発表し、また、南カリ

フォルニア大学コミュニケーション・スクールのオン
ライン・プログラム・ディレクターであるラリー・プライ

アー教授の司会のもとで、タピオ・アンティラ氏より、

自分の経験からグローバルなビジネス展開で注意
すべき点、特にこの分野でグローバルなビジネス

モデルが確立していない点などについて説明が

あった。
　その後に湯川氏が、携帯のキラーアプリケー

ションを考える場合の日米の発想の違いを強調し、

米国ではPC中心の文化なので、キラーアプリケー
ションを考える場合でも従来型の発想に陥ってしま

う傾向があるが、そうでない日本の方が自由な発

想で新しい展開をみせていると主張。「具体的に
は、小さくて安価なチップやセンサーの開発によっ

て、さまざまな応用を考えることが可能になってお

り、たとえば製品の一つひとつにセンサーを付けて
盗難を防いだり、分別を自動的に行ったりできるよ

うになっている。またセンサーを利用して、電灯や

冷暖房のより効率的な自動制御に役立てたり、高

齢者の動きを追って、それを携帯に伝えたりする
サービスも実現している。これがショッピングなど、

生活を便利に快適にすることに広く使われるように

なれば、キラーアプリケーションになるかもしれな
い」とのことであった。

　最後に、小野氏がNTTドコモのビジネスの視点

から、日米欧の比較を行った。「現在のタイプの携
帯電話が市場で伸びはじめた6年前から現在まで、

日本と欧州では14倍になっているのに対して、米

国では3.8倍程度しか伸びていない。一方、中国
が絶対数では世界一となっており、すでに1億

5,000万人が登録して、毎月500万人が新規に登

録している。普及率では、昨年末の時点で、欧州
の主要国が65%以上、日本が64%に対して、米国

は46%にとどまっている。ただし、GDPの比率で見

れば米国やカナダの普及率は異常に低いので、そ
の分だけ今後のビジネスチャンスがあるということ

を意味する。特に米国では、日本や欧州のように個

人の消費者市場に十分浸透していないので、そこ
にビジネスが拡大する可能性がある」という見方を、

小野氏は強調した。

　閉会の辞は、南カリフォルニア大学副学長のマ

イケル・ダイヤモンド教授が大学全体を代表して、

GLOCOMをはじめ、日本からの参加の意義を高
く評価する趣旨の挨拶があり、丸一日に及ぶ

フォーラムは無事閉会した。世界の情報通信産業

が問題を抱えている今日、この携帯・無線の分野
は、依然として今後とも発展することが期待されて

いる。日米双方がお互いに学び合い、協力し合っ

て、研究の上でもビジネスの上でもさらなる成果を
あげるべく、今後もこのような対話と議論が必要で

あることがわかっただけでも、このフォーラムの目

的は十分に達せられたといえよう。
　なお、このロサンゼルス・フォーラム全体のビデ

オは以下のURLで見ることができる。

<http://annenberg.usc.edu/japan>

「智場」記事一覧

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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　2002年9月24日、最高裁判所は芥川賞作家・

柳美里著の『石に泳ぐ魚』（新潮社）についての判
決を下した。原告の主張どおり、この小説はモデ

ルの女性のプライバシーを侵害していると認定し、

第二審の出版差止めと慰謝料130万円の支払い
を命じた判決を支持して、上告を棄却したもので

ある。著者は「今回の判決は作家個人の問題を越

え、日本における文芸作品の可能性はもとより、表
現の自由を著しく制限するものといわざるをえず、

慙愧に耐えません」（9月25日産経新聞）と述べて

不満を表した。筆者は、最高裁判決を支持する立
場で論評を加える。

『宴のあと』事件

　文学とプライバシーの問題については、1964年

に三島由紀夫著『宴のあと』をめぐる裁判で東京地

裁が侵害を認めて損害賠償を認めた例があるが、
出版差止めまでには至らなかった。『宴のあと』は、

元外務大臣で東京都知事選に立候補した有田八

郎と再婚相手の料亭・般若園の女将・畔上輝井をモ
デルとした小説である。三島は、芸術的表現の自

由が原告のプライバシーに優先すると主張したが、

第一審、東京地裁の1964（昭39）年9月28日石田
哲一裁判長は判決において次のとおりに述べた。

「小説なり映画なりがいかに芸術的価値におい
てみるべきものがあるとしても、そのことが当然に

プライバシー侵害の違法性を阻却するものとは

考えられない。それはプライバシーの価値と芸術
的価値の基準とはまったく異質のものであり、法

はそのいずれが優位に立つものとも決定できな

いからである。たとえば、無断で特定の女性の裸
身をそれと判るような形式、方法で表現した芸術

作品が、芸術的にいかに秀れていても、通常の

女性の感受性として、そのような形の公開を欲し
ない社会では、やはりプライバシーの侵害であっ

て、違法性を否定することはできない」

　石田裁判長は、この判例によって「言論、表現

の自由は絶対的なものではなく、他の名誉、信用、

プライバシー等の法益を侵害しないかぎりにおい
てその自由が保障されているものである」との判断

を示した。そして、プライバシー権侵害の要件は

次の4点である、と判示した。すなわち、
①私生活上の事実、またはそれらしく受け取られる

おそれのある事柄であること

②一般人の感受性を基準として当事者の立場に
立った場合、公開を欲しないであろうと認められ

るべき事柄であること

③ 一般の人にまだ知られていない事柄であること
④このような公開によって当該私人が現実に不快

や不安の念を覚えたこと

　この4要件は爾来40年近くもの間、ほとんど訂正
されずに踏襲されてきている。この判決は、文学

における表現の自由は絶対ではないことを明らか

にした画期的な判決であった。

『石に泳ぐ魚』事件の概要

　今回の最高裁判決の対象となった『石に泳ぐ
魚』は、雑誌『新潮』の1994（平成6）年9月号に掲

載されたもので、著者・柳美里のデビュー作品で

ある。著者の知人の在日韓国人で顔に大きな腫
瘍がある女性がモデルとなっている。小説の主人

公、朴里花が過去に何度も手術を試みたこと、腫

瘍が原因で某チェリストとの関係が破綻したこと、
また主人公の父親が講演先の韓国においてスパ

文学とプライバシー
―― 柳美里 著『石に泳ぐ魚』最高裁判決 ――

青柳武彦
（GLOCOM主幹研究員）
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イ容疑で逮捕されたことなどが、虚実おりまぜて記

述されている。
　モデルにされた女性と著者の間には、頻繁な手

紙やファクスのやり取り、訪問、共通の知人宅への

宿泊などがあったにもかかわらず、著者が彼女を
モデルとして小説を書いているとの話は全くなかっ

た。女性は、友人から知らせを受けて当該書を買

い求め、大きなショックを受け、プライバシー侵害
のかどで著者に抗議をしたが、聞き入れられな

かった。そこで、出版差止めの仮処分申請を行っ

たものである。
　困った著者は、改訂案を提出して仮処分取下

げを求めた。その改訂案も原告には十分な改訂と

は思えなかったので、一応仮処分は取り下げるに
しても、あらためて単行本の差止めを本訴で争う

こととしたものである。

　著者は「原告は著名人ではないから、読者が作
中人物の朴里花を原告と同定することはないし、

純文学であるから虚構性は高い。また容貌につい

ては、プライバシーは成立しない」と主張して争っ
た。なお、皮肉なことに、柳美里はこの裁判中に芥

川賞を受賞した。

■判決

　一審の東京地裁は4年半にわたる審理を経て

1999（平11）年6月22日、概略次のように判決した。

「原告の属性を知る読者が不特定多数存在する

から原告と作中人物を同定することは可能であ
る。また描写に相当の変容を施すなどの配慮が

行なわれていない。現在の事実と虚構事実が渾

然一体となって表現されており、読者はこれらの
虚実を容易に判別することが出来ない。したがっ

て虚構を事実と誤解する危険度が高いので、原

告のプライバシー及び名誉感情を侵害する」

　以上により、著者の柳美里、新潮社、および阪

本忠雄同編集長に対して連帯して100万円の損
害賠償を命じ、別個に柳美里には30万円を支払う

ことを命じた。柳美里のみ30万円多いのは、裁判

中にもかかわらずエッセイ「表現のエチカ」を公表

しており、その中でもさらなるプライバシー権侵害
を起こしているので、反省が認められないと判断

されたためである。また、仮処分申請取り下げ時

に両者が取り交わした「修正なしには出版しない」
との合意事項に著者側が違反したことを理由に単

行本化の差止めも認められた。

　著者は控訴したが、東京高裁は2001（平13）年
2月15日、控訴を棄却した。著者は控訴にあたっ

て、プライバシーと表現の自由が相互に尊重し合

う道筋と基準を示して欲しいと求めたが、判決は
この点については触れなかった。なお、差止めに

ついては、「不公表の約束をしたとまでは認められ

ない」としたが、「腫瘍がある事実を広く公表する
のは人格権の侵害である」との判断を示し、やはり

差止めを認めた。

　著者はさらに最高裁に上告したが、2002年9月
24日、最高裁第三小法廷（上田豊三裁判長）は、

口頭弁論を開かないまま、「公共の利益にかかわ

らない女性のプライバシーを小説で公表すること
によって、公的立場にない女性の名誉、プライバ

シー、名誉感情を侵害した」と認定し、「出版され

れば、女性に回復困難な損害を与えるおそれがあ
る」と述べて、上告棄却の判決を下した。これによ

り第二審の東京高裁判決すなわち差止めと損害

賠償130万円が確定した。

文学の芸術性とプライバシー

　東京高裁の判決は、作品の虚構と事実が渾然
一体となって区別できないときは、虚構が事実とし

て理解される危険性が高いと述べた。また、事実

も芸術性によって昇華されて虚構となるという著者
の主張は誤りであって、かえって優れた芸術性に

より虚構までもが事実らしくなって被害者のダメー

ジが決定的になる可能性があることを指摘した。
そして、「顔の腫瘍についての苛烈なまでの描写」

は、作者の主観的な執筆意図にかかわりなしに客

観的には「極めて明白な侮辱的表現と評価すべき
ものに転嫁する」と述べた。

　もし作者が、主人公が腫瘍という過酷な運命に
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あらがいつつ必死に生きる姿を芸術的作品として

克明に描くことを目的としたのであれば、周辺的な
条件すなわち、通っていた大学、専攻科目、近親

者の個別的事情（逮捕歴など）、その他の生活環

境や日常的な設定等については、現実のモデル
とは全く異なるものを設定することにより、プライバ

シー権を侵害することなしに目的を実現することが

十分可能であったはずである。しかし、それは行
われなかった。

　棟居快行*1・成城大学教授も「作品による実話の

デフォルメは芸術性にたよって実現されるべきでな
く、時代・場所・名称など、客観的な記述の変容に

よって実現されるべきなのである」と述べて、おお

むね判決の趣旨を支持した。

容貌はプライバシーか

　この裁判のもう一つの論点は、個人の容貌がプ
ライバシーに属するかどうかであった。著者は、

「容貌については、プライバシーは成立しない」と

主張したが、第一審判決では「原告と面識がなく
腫瘍があることも知らないものでも、原告という特

定の人物が存在すること自体は知っている者が本

小説の読者となる可能性も否定することはできず、
腫瘍の事実を開示することは原告のプライバシー

を侵害する」と述べた。

　控訴審の判決でも「個人の障害や病気の事実
は、個人に関する情報のうちでも最も他人に知ら

れたくない類のものである。特に外貌に関わる傷

害の事実は、その障害が本件のような類症例が少
ないものである場合、その人物の他の属性と合わ

せて公表されれば、それ自体が周囲の好奇の対

象になる」としてプライバシー権の侵害にあたると
し、「顔面に腫瘍の障害を負った者に対する配慮

に欠ける」と判示した。

　しかし異論もある。松井茂記*2・大阪大学教授
は「顔面の腫瘍は外貌に関する事実であり、原告

に会った人であればだれでもそれに気付くであろ

う。果たしてそれをプライバシーといえるのであろ
うか。人の容貌に関する事実で誰でも認識可能な

特徴をプライバシーということは困難であろう」と述

べている。

　田島泰彦*3・上智大学教授は、「顔面に腫瘍を
有する事実は外貌に関する事実であり、秘匿性を

欠き、プライバシーの問題は生じないとする考え方

も成り立ち得る」とし、かつ「『以前と比べて太った
か否かは外形から分かることであり』、特段の事情

がない限り秘匿すべきことでは」ないとしながらも、

「顔面の腫瘍の事実は一般的な容姿表現とは異な
る特別重大でセンシティブな事柄であり、『特段の

事情』に該当するとの判断もありうる」として、両論

併記の形で判断を留保している。
　一般論としては確かに容姿はプライバシーでは

ないといえるが、顔に大きな腫瘍があるという事実

は一般性を欠く極めて特殊な状態であり、丸顔と
か細面とか眉が濃いとかの単純な外貌に関する

「公知の事実」とはいえない。上村貞美*4・香川大

学教授が主張するように「顔面の腫瘍は病気で
あって、単なる容貌に関する事実ではない」から、

プライバシーに属すると考えるべきである。

　前置きが長くなったが、筆者の意見は次のとお
りである。原告の女性は、自らの顔の腫瘍につい

ては直接に面識のある周囲の人 に々対しては日常

の生活を送るにあたって秘匿が困難であるのでや
むを得ず開示しているので、その人 に々対しては

プライバシーを主張することを放棄しているといえ

る。しかし、それ以外の人 （々たとえば本小説の読
者）に対してまで無制限に放棄しているわけでは

ないと考えるべきである。プライバシー権とは、不

可侵私的領域を一部開放する場合の範囲および
対象を自己決定し、かつ制御する権利であるか

ら、本小説はプライバシー権侵害にあたることは明

白であると考える。

プライバシーへの社会的認容度の変化

　第二審で有罪とされた著者は「これでは過去の
私小説はすべてプライバシー権侵害になってしま

う」と語った。それは、そのとおりだろう。確かに、そ

れまでは私小説でプライバシー権侵害の問題にさ
れたものはほとんどなかったかもしれないが、文学

における芸術性の名のもとに名誉やプライバシー
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を踏みにじられてきた相当数の個人が存在しな
かったわけではない。

　作家は特権的人種ではないし、芸術の名のもと

に他人のプライバシーを踏みにじってよいという理
屈は通らないように、社会的環境が大きく変わって

きているのである。芸術の名において他人の人権

を無視しても咎められなかった良き時代は過ぎた
のである。

　表現の自由は絶対ではないのだから、制限を

受ける場合も当然ある。第二審で著者が求めてい
たプライバシー権と衝突する場合に許容される範

囲は、この判決でも示されなかったが、1964年に

『宴のあと』判決で示されたとおり、プライバシー権
侵害の基準は「一般人の感受性を基準として当事

者の立場に立った場合公開を欲しないであろうと

認められるべき事柄が公開されることによって、当
該私人が現実に不快や不安の念を覚えたこと」と

いう基準で十分であろう。それに、そもそも表現の

自由は、政治権力その他の社会的強者からの圧
力を跳ね返すための権利であって、一般人や社

会的弱者の人格権を侵害する手段では絶対にな

いはずである。

*1 棟居快行［1999］「出版・表現の自由とプライバ
シー」『ジュリスト』No.1166、11.1号

*2 松井茂記「モデル小説と名誉毀損・プライバシー
侵害」『法学時報』69巻6号

*3 田島泰彦「『石に泳ぐ魚』東京地裁判決を考える」
『法学セミナー』540号、および田島泰彦［2001］
“「石に泳ぐ魚」東京地裁判決を考える”『プライバ
シーと出版・報道の自由』青弓社、p.164

*4 上村貞美［2001］「モデル小説によるプライバシー
侵害と名誉毀損」『ジュリスト』No.1207、9.1号

「智場」記事一覧
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　9月9日、IECPでは、米Internet Bandwidth De-
velopment, LLC*1のロバート・バーガー氏を招いてコ
ロキウムを開催した。その中で出席者の歓声が最も高
かったのは、針金を巻いたポテトチップの空き缶を、無
線LANのアンテナとして用いている写真を表示したと
きだった。
　話が突然飛ぶが、この「缶」の字の音は「フ」*2。西欧
から、金属容器を示すcanという言葉が入ってきたとき、
水を注ぎ入れる広口のかめ（土器）を本来示していた缶
の旧字「罐」（カン）を日本で独自に当てたのである。扁
の缶の訓は「ほとぎ」で、酒の入れ物の形状をなぞった
もの。旁の「　」は一説では、風雨を予知して口 に々鳴
きかわす小鳥で、叫ぶ、大きく口を開ける、水のかたま
り、注ぐといった意を示す。灌は、水を注ぐの意であり、
歓、懽、讙は、喜ぶ、呼ぶ、叫ぶ、かまびすしいといっ
た意味になる。さらに、声をそろえる歓から、バランス
のとれた景色を見る場所の観、力のバランスを考えた
はかりごとの権が生じたらしい。
　さて、草の根型の無線LANを視野の中心に据えた
バーガー氏の目指すところは、GLOCOMの提唱する
CAN（Community Area Network）の目標に、かな
り似ている。CANが敷かれたとき、その中を行き交うの
は、地域の文化土壌を灌漑する、人 の々交歓の声のは
ずだ。そして、バーガー氏の予測のとおり、この10年の
うちに、1TB（テラバイト）のディスクが200ドル未満で、
また、100GbE（ギガビット・イーサネット）が100ドル未
満でコンシューマ市場に提供されるようになれば、CAN
そのものが、地域の情報を満 と々たたえる本来の意味
での罐となる。
　写真など「photogy」（英語での俗語）のデータも、不
自由なく蓄えられる「ほとぎ」となろう。バーガー氏の言う
とおり10年の間に、Wi-Fi（Wireless Fidelity）で
11Mbps、やがて54Mbpsと、第3世代（3G）携帯電話
よりはるかに速い通信が可能になるならば、3Gへの投
資見直しも視野に入る。見えないコンピュータもこの10
年で増加するという。300億個の電子チップ、前出、伝
説の鳥「　」のようなセンサICチップが、ポストインター
ネットに接続されるのだ*3。

　9層モデルが示されたときも、会場から讙噪*4の声が
上がった。第8層が経済性の層で、第9層が政治性の
層。通信バブルの崩壊で、競争相手がいなくなった既
存の電話会社とCATV会社は今後、アクセス網で特に
新しい投資はせず、政治力に頼り、ボトルネックを握る
状態を続ける。しかし、彼らが解決すべき大きな課題
は、哲学、理念を、IP型、データ型にかえることだとい
う。イーサネットの技術を用いた無線LANなら、屋上か
ら屋上へと飛ばすなどして、今までよりずっと安価にア
クセス網が構築できる。既存会社がやらなくても、無線
ISPのタワーが数千と立ち並び、進化していくことになる
だろうと警告する。
　ちなみに、　の音はカンだが、訓はタヌキの一種を意
味する「まみ」。バーガー氏の論議は、日本での電波規
制の問題を、旧態依然の権の擁護に堕することなく、原
点*5に戻ってオープンに話し合う土台として、東京・狸
穴（まみあな）近くの国営研究所にも有効なものだろうと
推察した。

中野潔（GLOCOM主任研究員）

802.11:Ethernet Marches On

講師：ロバート・バーガー
（Internet Bandwidth Development, LLCコンサルタント）

*1 LLC：Limited Liability Corporation。有限責任の個
人会社、小規模会社。

*2 学習研究社『漢字源』、角川書店『新字源』。

*3 中野潔［2002］「地域密着型ITビジネスの種々の様相」『G
ITI紀要2001-2002』pp.62-71、早稲田大学国際情報通
信研究センター、2002年7月。

*4 喧噪、喧騒とほぼ同義。

*5 東京都港区麻布狸穴町から東に200m、麻布台2-2-1 中
央官庁合同会議所の近くに、日本経緯度原点と飯倉熊野
権現社がある。熊野権現の目と鼻の先に、権化（権現）と
しての熊の姿で表現されることのあるロシアの大使館があ
るのは偶然であろう。
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　9月24日のIECP読書会は、『知的財産権ビジネス
戦略』の著者である中野潔GLOCOM主任研究員に、
さまざまな知的財産の取扱いとビジネスの関連につい
てお話をうかがった。
　中野氏はこれまで、異分野の七つの会社を渡り歩い
てきた。その経験を踏まえ、本書は法学・工学・メディア
の観点から知的財産権とビジネスに関するトピックを網
羅的に解説している。「法務担当以外のビジネスマン
に対する啓蒙書」を意図して書かれたものだそうだ。
　ビジネスの世界では、これまでも特許や商標といった
工業所有権の取扱いが重要であった。さらに、テキス
ト、音楽、映像、プログラムといった著作物に関連する
ビジネスが拡大を続けている。工業所有権と著作権を
まとめて「知的財産権」ととらえると、このキーワードに関
する身近なビジネスや社会問題の多さにあらためて気
づく。そのため、今回の読書会の話題は具体例が豊富
で多岐にわたった。
　中野氏は情報の「複製」の問題に多く言及した。たと
えば、音楽ソフトがデジタル技術で劣化せずにコピーさ
れ、ファイル交換ソフトでインターネット上を広く流通し
ていることなどである。「私的使用」など限られた条件以
外の複製は、本来すべて違法である。したがって、特
定多数の前で上映や演奏、朗読（口述）することも複製
にあたり、無許諾で行えば著作権侵害になるそうだ。
　これに対し、情報財に対する厳格な課金はネット社
会の互恵的な文化にはなじまないという議論もある。著
作物は販売促進活動として自由に流通させ、ライブ（実
演）の価値を高くすればいい、と考えるのだそうだ。し
かし中野氏は、リスクをとってビジネスをしている人の
成果に「ただ乗り」するようなことにはどこかで歯止めが
必要で、コピー可能な情報財を普遍的に無料化してい
くことは難しいだろう、と述べた。
　また、企業と技術者の間の、特許権の帰属や報酬に
ついて参加者と意見が交わされた。これは、青色発光
ダイオードや人工甘味料の特許に関する訴訟で話題と
なっているテーマである。特許権は、情報を公開する
代償として発明を独占する権利を与え、社会的利益と
創造者の動機づけのバランスをとっている。裁判では、

企業がその権利を企業に所属させるために技術者に支
払うべき対価を不当に低くしてきたかどうかが争われて
いる。
　中野氏によれば、技術者は成功報酬を求めるが、失
敗を理由に給料が減額されることはない。企業として
は、成功研究は投資の結果であり、得られた収益から
失敗の損失補填やリスクヘッジを行うため、技術者に
莫大な報酬を与えることはできないのだそうだ。企業が
研究者の知的活動に投資をしているという議論で、こ
れは興味深い。これまで、知的財産への投資（創作活
動）がペイするかということが重視されていたとは限らな
かった。だが、「知的活動に対する投資に報いる（ただ
乗りも許さない）」という姿勢でなくては、今後先進国の
産業が生きる道はないのではないか。創造的な行為や
それを支えることを「ばからしい」と感じない制度設計を
行っていくべきである、と中野氏は何度か強調した。
　知的財産権ビジネスは、投資をして利潤や報酬を得
る「富のゲームの論理」と、広めたり共有することで楽し
さや評判を増やす「智のゲームの論理」の葛藤の中にあ
るといえよう。したがってこの議論は、具体的な場面に
当てはめて応用問題を考え始めると非常に複雑で難し
い。だが私たちは、知的財産権とその保護とビジネス
について理解を深めておく必要がありそうである。著者
がこの本で意図したとおり、奥深いこの問題の入り口に
誘導された読書会であった。

庄司昌彦（GLOCOM研究員）

講師：中野 潔
（GLOCOM主任研究員）

『知的財産権ビジネス戦略
（改訂2版）』
中野 潔著
オーム社
ISBN4-274-94876-5
A5判、256頁
2001年6月20日発行
本体2400円

『知的財産権ビジネス戦略』
― 知価変動時代のライセンスビジネス最前線 ―

中野 潔 著
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●国際情報発信

国際情報発信プラットフォーム

週刊メールマガジンは、「国際情報発信プラットフォーム」（www.glocom.org）に掲載された主要論文の要約を日本語で紹介するものです。

週刊メールマガジン・ダイジェスト

※メールマガジン送付希望の方は

　宮尾尊弘（GLOCOM主幹研究員：miyao@glocom.ac.jp）まで。

第26号（発行日：10/18/2002）
1）行天豊雄国際通貨研究所理事長は、意見論文の中で、日
本経済の不況を克服するためには、公的資金を投入しても
不良債権を処理する以外に選択の余地がないと主張してい
ます。さらに経済の下降の悪循環を断ち切るには、デフレ対
策と規制緩和を進める必要があることを訴えています。

行天豊雄「日本経済のデフレと不良債権」
（w w w . g l o c o m . o r g / o p i n i o n s / e s s a y s /
200210_gyohten_loans/）

2）財政金融政策ディベートに関連して、ピーター・タスカ氏
（アーカス・インベストメント社）は、日本の株式市場における
最近の下落は、「非効率な企業を退出させるような健全な動
きではなく、むしろパニックの広がったもの」として、政府は日
本経済のハードランディング路線をとるべきでないと主張して
います。また、日本における現在の資産価格は異常に低迷し
ており、特に小泉政権誕生以来、その落ち込みが激しいと指
摘しています。
ピーター・タスカ「株価下落と不良債権について」
（www.glocom.org/debates/20021015_policy_s10/）

第25号（発行日：10/10/2002）
1）今週掲載の論文で山田肇東洋大学教授は、例えば最近の
誤解に基づいた無線インターネットのアクセス拒否問題のよう
な、日本の通信政策に関する問題点を指摘した上で、独立
した規制委員会の設置を提案しています。この委員会は、現
在の総務省にある紛争処理委員会のように、通信の問題をあ
まりよく理解していない委員がパートタイムで務めるものでな
く、通信を十分に理解する専門家がフルタイムで委員になる
ような委員会にすべきとのことです。
山田肇「日本の通信問題を正しく処理する方法」
（w w w . g l o c o m . o r g / o p i n i o n s / e s s a y s /
200210_yamada_how/）

2）財政金融政策のディベートで宮尾尊弘国際大学GLOCOM
教授は、不良債権の処理を加速しようとする政府の政策を批
判し、小泉首相と竹中金融担当相が、不良債権そのものを
日本経済の問題の原因で、デフレをその結果であると誤解し
ており、原因と結果を取り違えていると指摘しています。宮尾
教授によれば、原因は1990年代初めから起こった不動産価
格や株価の予想を超えた大幅下落、つまり資産デフレであり、
それが企業のバランスシート問題と金融機関の不良債権問
題を結果としてもたらした。従って、なすべきことは、不動産
価格や株価を反転させるために、不動産や株に関する税を
軽減する財源として公的資金を使うことで、現在政府が考え
ているように銀行の資本注入のために公的資金を使うことで
はないと主張しています。
宮尾尊弘「日本の経済政策の混乱」
（www.glocom.org/debates/20021009_policy_s8/）

第24号（発行日：10/03/2002）
1）日米のパテント論争が継続中です。これは今野浩中央大学
教授と在日米国大使館の間で交わされている論争で、今週

今野教授は、米国大使館のザムウォルト氏と東洋大学の山田
肇教授による今野論文批判に対して、反論を寄稿していま
す。今野教授の論点は明快で、確かにザムウォルト氏や山田
教授の言うことは、米国政府の公式見解を述べているという
意味では正しいが、問題は米国の政府や最高裁の公式的な
立場と、実際の米国のパテント・オフィスの実務の間に大きな
隔たりがあり、後者の審査の基準は時折あまりに低すぎること
であると指摘しています。
今野浩「パテント問題についてザムウォルト氏と山田氏に対す
る反論」
（www.glocom.org/debates/20020930_konno_rej/）
2）財政・金融政策特別ディベートも続いています。今週は、リ
チャード・カッツ氏（オリエンタル・エコノミスト・レポート）が、日
本の銀行から保有株を買い取るという日銀の決定についてコ
メントしています。カッツ氏は、日銀がそのような決定をした
理由は理解できるものの、それが日本の政府にどれだけ圧力
をかけ、不良債権問題解決のための行動を取らせる効果が
あるかどうかについては懐疑的のようです。さらに、たとえ政
府が公的資金を使って資本注入を行なったとしても、それは
十分ではないと付け加えています。なぜなら前回資本注入し
て以来、銀行の状況は改善しているどころか、むしろ悪化の
一途を辿っているからです。「経済状況が悪い限り、資本注
入しても問題は解決しない」と、カッツ氏は述べています。
リチャード・カッツ「日銀は事実上独立性を失いつつあるか」
（www.glocom.org/debates/20020930_policy_s7/）

第23号（発行日：09/26/2002）
1）今週のコメンタリーで、ショーン・カーティン日本赤十字看護
大学教授は、国際化が日本のより良く、より明るい未来を築く
ためにベストの方法であることを強調し、その点で日本にお
いて国際結婚が近年急増していることは最も勇気付けられる
出来事の一つであると述べています。
ショーン・カーティン「将来への投資として日本をより多人種国
家に」
（www.glocom.org/debates/20020925_curtin_making/）
2）原田泉氏（GLOCOMフェロー、国際社会経済研究所主任
研究員）より、ブロードバンド時代における情報財産権と公的
なIDC（インターネット・データ・センター）について論じた重要
な論文の寄稿がありました。その中で原田氏は、ダイヤル
アップ型のナローバンドをなくすことの難しさと、デジタル情報
の知的財産権の保護の難しさを指摘し、これらの問題を解決
する一つの手段として公的なIDCを構築することを提案して
います。
原田泉「ブロードバンド時代の情報財産権の使用と公的イン
ターネット・データ・センター」
（www.glocom.org/special_topics/glocom_colloquium/
20020925_harada_use/）
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●インフォメーション GLOCOM「智場」No.81

●平成14年度
第三回研究協力委員会

日　時：2002年11月14日（木）
10:00～13:00

場　所：銀行倶楽部
テーマ：「通信は距離の壁を克服す

るか？」
発表者：山田肇（GLOCOM特別研

究員）

● IECP今後の予定

［読書会］
◎『エコマネーはマネーを駆逐する』
講師：加藤敏春（GLOCOM主幹

研究員）
日時：2002年11月19日（火）

18:30～20:30
［研究会］
◎「第三世代移動通信の真実」
講師：松本徹三（クアルコムジャパン

株式会社代表取締役社長）
日時：2002年11月26日（火）

14：00～17：00

●「GLOCOMフォーラム
2002」開催のご案内

テーマ: 「地域から見直す情報化 －
ポストe-Japan戦略への提言」

日時: 2002年12月12日（木）
13:00～17:15

場所: 日経ホール（東京都千代田区
大手町1-9-5 日本経済新聞社
8F）

主催: 国際大学GLOCOM
協力: 日経デジタルコア、CANフォー

ラム
参加費: 無料
プログラム
◎基調発表「地域情報化とポストe-

Japan戦略」（13:00～13:30）
丸田 一（国際大学GLOCOM地
域情報化研究会）

◎「日経デジタルコア三重合宿から
の申し送り」（13:30～14:00）
坪田知己（日経デジタルコア事務局）

◎村井・公文対談「ポストe-Japan戦
略に向けて」（14:00～14:40）
村井 純（慶應義塾大学環境情報
学部教授）

公文俊平（国際大学GLOCOM所長）
◎パネルディスカッション①「今後の
情報通信インフラのあり方」（14:55
～16:05）
モデレータ
関口和一（日本経済新聞社編集
委員兼論説委員）

パネリスト
浅羽登志也（（株）インターネットイ
ニシアティブ（IIJ）常務取締役
技術本部本部長）

中川郁夫（（株）インテック・ネットコ
ア取締役CSO）

三須 久（関西ブロードバンド（株）
社長）

◎パネルディスカッション②「情報化
による地域産業振興」（16:05～

●国際情報発信プラットフォーム
東京フォーラム開催のご案内

テーマ：「携帯・無線技術の社会経済
的影響：戦略と政策」

日時：2002年11月21日（木）
13：30～17：30
（レセプション：17：30～19：30）

場所：国際交流基金国際会議場
（アーク森ビル20階）

主催：国際大学GLOCOM
共催：国際交流基金日米センター
後援：ジャパン・タイムズ社
プログラム
◎開会の辞（13：30～13：35）
紿田英哉（国際交流基金日米セ
ンター所長）

◎キーノート・スピーチ（13：35～14：00）
公文俊平（国際大学GLOCOM所長）

◎第1部：国際的および国家的な動
向と戦略（14：00～15：20）
パネリスト：
Jonathan Aronson （Professor,

University of Southern
California）

David Isenberg （President,
isen.com, New York）

Philip Sidel （Assistant Profes-
sor of Marketing, Int'l Univ.
of Japan）

富田修二（NTTコミュニケーション
ズ副社長）

◎第2部： コミュニティ戦略と今後の
政策課題（15：40～17：00）
パネリスト：
Tim Pozar （Founder, Bay Area

Wireless Users Group）
太田昌孝（東京工業大学講師）

17:15）
モデレータ
國領二郎（慶應義塾大学ビジネス
スクール教授）

パネリスト
木村俊昭（小樽市経済商工課）
（予定）
神成淳司（岐阜県情報技術顧問）
高野勝則（阿蘇町地域振興課・阿
蘇テレワークセンター所長）

お問合せ先:国際大学GLOCOM
石橋・大磯

Tel:03-5411-6656
Fax:03-5412-7111
e-mail: gforum@glocom.ac.jp
http://www.glocom.ac.jp/gforum

山田肇（東洋大学教授）
稲村公望（総務省政策統括官）

◎まとめのコメント（17：00～17：20）
Jonathan Aronson （Professor,

University of Southern
California）

David Isenberg （President,
isen.com）

◎閉会の辞（17：20～17：30 ）
◎レセプション（17：30～19：30 ）
参加お申込 み
e-mail:miki@glocom.ac.jp
Tel:03-5411-6714
Fax:03-5412-7111
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